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第 1 章 計画の基本的事項 

 第１節 計画策定の背景と趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度情報化、少子高齢化、国際化など、社会状況や生活意識の変化に伴っ

て市民の学習意欲は高まり、生涯学習へのニーズは多様化・高度化していま

す。行政はこれらのニーズに的確に対応するとともに、市民との協働により

市民の学習活動を積極的に推進し、援助を図る必要があります。 

そこで、本市における生涯学習を推進するために平成１３年３月に｢武蔵村

山市生涯学習推進計画｣を策定し、社会情勢等に応じた見直しを行いながら、

市民の生涯学習を支援する施策等に取り組んできました。 

本計画は、令和３年３月を終期とする「武蔵村山市第四次生涯学習推進計

画」を見直すに当たって、「武蔵村山市第五次長期総合計画（以下「第五次

長期総合計画」といいます。）」、「武蔵村山市教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱」（以下「教育、学術及び文化の振興に関する総合

的な施策の大綱」といいます。）及び「武蔵村山市第二次教育振興基本計画」

（以下「第二次教育振興基本計画」といいます。）を踏まえ、市民が生涯を

通じて学習機会を得られ、それが豊かな生活だけでなく、まちを支える力に

なるような生涯学習社会を築いていくことを目的に策定するものです。 

なお、本計画では、教育、福祉、環境保全、男女共同参画、産業振興等、

ＳＤＧｓ※の達成に資する施策を定めており、これらは本市における持続可

能な地域社会の発展を目指す取組としても位置付けることとします。 

※ ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals: 持続可能な開発目標）平成２７年

９月の国連サミットで採択された「２０３０年に向けた国際的な社会開発目標」

であり、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け

て、１７のゴール、１６９のターゲットを位置付け、２３２の指標を設定してい

ます。  「ＳＤＧｓ実施指針改定版」（平成２８年１２月２２日ＳＤＧｓ推進本部決定  令和元年１２月２０日一部改訂）を参考  

生涯学習とは 
・市民の主体的な学習活動の基本 

  様々な場面において共に学び、協力し、励ましあって学習する 

  地域の発展を考える創意ある活動に参加する機会をつくり出す 

・生きがいや楽しみ、心の豊かさの追求 

⇒ 一人一人の生活の充実や向上を実現するときの力になる 

⇒ 市民主体のまちづくりを推進する上で重要な学習機会の提供や 

自主的なグループ活動等の醸成に資する 
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教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 

第二次教育振興基本計画 

 

 第２節 計画の性格と位置付け 

   本市では、生涯学習の総合的かつ効果的な推進に向けて、計画の性格を以

下のように定めます。 

 

  ◆ 本市の事業を生涯学習という視点で捉え、体系化し、本市の生涯学習を

総合的かつ効果的に推進するための指針とします。 

  ◆ 「第五次長期総合計画」、「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な

施策の大綱」及び「第二次教育振興基本計画」を上位計画とし、本市の生

涯学習に関する施策を具体的に定める個別計画であり、その他の諸計画と

の整合性を図りながら推進します。 

  ◆ 市民とともに生涯学習を推進するため、市の役割を明らかにします。 

  ◆ 大学などの高等教育機関や民間事業者などに対して協力を求め、推進し

ます。 

 

 

将来都市像「人と人との絆をつむぐ 誰もが活躍

できるまち むさしむらやま」 

生涯学習の位置付け 

「誰もが学び活躍できるまちづくり」 

 

 

 

 

基本理念「人と人との絆で 未来を拓く 学び

支え合うまち 武蔵村山」 

生涯学習の位置付け 

「自己実現を目指す生涯学習の推進」 

 

 

 

 

第３節 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

この間、必要に応じて計画の見直しを図ります。

武蔵村山市第五次生涯学習推進計画 

第五次長期総合計画（基本構想・前期基本計画） 
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第２章 計画の基本的な考え方 

 第１節 計画の基本理念 

家族や仲間、地域社会の人々の期待を感じ、応えることで得られる充実感

や達成感は、人としての基本的な喜びの一つです。より大きな「生きがい」

や「やりがい」とは、人と人の交流から育まれます。市民がふれあう中で生

み出されるその「生きがい」や「やりがい」は、市民の健康で豊かな生活だ

けでなく、まちを支える市民の力の源となります。 

また、「狭山丘陵」をはじめとする貴重な自然資源を市民の誇りとし、自然

に親しみながらその尊さを学び、郷土意識を育むことを目指して、生涯学習

推進計画の基本理念を以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きがい・ふれあいを育む生涯学習 

市民一人一人が 

狭山丘陵の自然や地域の歴史等 学習活動を通じて 

ふれあい 学びあいながら 

誰もが 

郷土意識と生きがいをもてる 

まちづくりを目指す 
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６ 生涯学習推進体制 

   

 

第２節 施策展開における６つの柱 

   本計画の基本理念である「生きがい・ふれあいを育む生涯学習」を目指し

て、「生涯学習のまちづくり」の視点のもとに、施策展開における６つの柱

を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ ライフステージに応じた学習の充実 

    生涯にわたって自由に学ぶために、ライフステージに応じた興味や学習

課題に対して主体的に学習できるよう、幅広い学習の場や機会の創出を図

ります。 

 

⑴ 乳幼児期の学習 

     歩行、食事などの日常生活に必要な動作の学習や、家庭教育を軸に保

護者や兄弟姉妹、他人と情緒的に結び付くことで生活や人間性の基礎を

培う最も重要な時期です。これらを踏まえた学習課題への対応を図るよ

う環境整備を推進します。 

 

 

１ ライフステージに応じた学習の充実 

２ 市民の交流を促す拠点づくり 

３ 社会参加への関心を育む学習の推進 

４ 市民をつなぐネットワーク形成の支援 

 

 

５ 生涯学習情報提供・相談体制の整備 
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⑵ 青少年期の学習 

     家庭・学校・地域の連携を図り、友達と仲良くすることや読み、書き、

計算等の基礎的能力を身に付けること、良心・道徳性・価値判断の尺度

を発達させることなど、社会性を身に付ける重要な時期です。この時期

においては、基礎学力の習得とともに、ボランティア活動などを通じて、

思いやりや協調性を育む学習施策を推進します。 

 

⑶ 青少年期の社会教育 

     知識や態度を発達させることで、社会的に責任ある行動を求め成し遂

げることや経済的な独立の必要性を自覚することなど、社会人となる準

備期間として大切な時期です。家庭・学校・地域の連携を図り、世代を

超えた幅広い交流を図りながら、社会性や自身の将来の目標等を意識で

きる学習機会を創出します。 

 

⑷ 成人期の社会教育 

     社会及び家族を支える世代として自覚をもち、仕事以外の社会に幅広

く目を向けることが必要です。自らの人格形成や社会人としての生活を

支える的確な判断力を発揮できるよう、実践的な知識の習得を支援し、

同時に学習成果を社会へ還元していく場や機会の創出に努めます。 

 

⑸ 高齢期の社会教育 

     人生をより豊かなものとするために、家族や仲間、地域との良好な関

係を結びながら幅広い学習を継続することが重要です。人生の先達とし

ての社会的・市民的な役割意識をもって、これまで得た経験や知識を地

域や社会に還元するために、いきいきと健やかに暮らして行くことが可

能となる学習施策を展開します。 

 

  ２ 市民の交流を促す拠点づくり 

    市民が、気軽に学習活動に参加し、交流できる拠点づくりを推進します。 

また、地域ごとの交流拠点とともに、全市的な拠点の整備も視野に入れ

ます。 

 

⑴ 既存施設の充実と有効活用 

     学校や身近な公共施設を、市民の交流拠点として生かします。また、

市民の新しいニーズに応じて施設をより使いやすいものにし、これまで

以上に施設相互の連携を図ることで、一層有効な活用を推進します。 
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⑵ 狭山丘陵の保全と活用 

     狭山丘陵は、本市が誇るかけがえのない自然資源です。市民の交流拠

点として、豊かな自然や人とのふれあいの中から郷土意識を育み、また、

自然の保全と活用を推進します。 

 

   ⑶ 全市的拠点の整備 

     市民が居住地域を越えて交流できる場として、中央図書館と中央公民

館の機能を併せ持つ（仮称）生涯学習センターの整備について検討を進

めます。 

 

  ３ 社会参加への関心を育む学習の推進 

    様々なグループ活動での仲間関係を基盤に、市民が社会参加への関心を

持ち、市の課題や特色を共に分かち合うことで、皆でまちを支えていく意

識を育み郷土意識を醸成します。 

 

   ⑴ 団体・グループへの学習機会の提供 

     市民が郷土に対する理解を深めるとともに、行政と手を取り合ってま

ちづくりに参画していく市民意識を醸成します。 

 

   ⑵ 地域の生活を守るための学習 

     生活の基礎を身に付け、地域の中での役割を担うことで、地域や社会

への興味や関心を高め、社会参加へ向けた意識を育むための学習機会の

提供や環境づくりに努めます。 

万一の災害に備えた総合防災訓練を実施するなど防災のための活動

や、みんなの体力チェック事業を実施するなど健康づくりのための活動

や学習を推進します。 

 

   ⑶ 共に生き、共に生活できる環境づくり 

     地域コミュニティの活性化を図り、市民相互の支え合いや交流を促進

するとともに、男女共同参画社会の実現や国際交流の推進など、共に生

きる環境づくりを推進します。 

 

⑷ 郷土の学習と新しい文化の創造 

     市民一人一人が、我がまちの自然環境、歴史、伝統文化等を知り、郷

土への愛着を持てる学習活動を推進するとともに、将来へ向けた新しい

文化の創造を支援します。その一助として、歴史民俗資料館及び分館を

中心に遺跡や文化財の見学会、本市の歴史等に関する講演会の開催、収
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蔵資料の展示活用等を推進します。 

 

   ⑸ ボランティア活動の推進 

     市民の知識や技能を、社会や地域のために生かせる場や機会を整備し、

ボランティア活動を推進します。 

 

  ４ 市民をつなぐネットワーク形成の支援  

    グループ・団体同士のネットワーク化を促進させるため、相互の交流や

合同行事等の開催を支援し、活動の輪が広がる仕組みをつくります。 

 

⑴ 交流機会の充実 

     市民の出会いの場や機会づくりを積極的に推進します。これまで行わ

れてきた様々なイベントを更に推進し、市民が日頃学んだ学習成果を発

表できる「生涯学習フェスティバル」の開催を支援するなどして、交流

の機会の充実を図ります。 

 

⑵ スポーツ・レクリエーションの振興 

     スポーツ・レクリエーションに親しめる場の整備や機会を提供します。 

 

⑶ グループ・団体間の交流支援 

     グループ・団体を機軸に、人と人との絆を深め、ネットワークづくり    

を推進します。地域コミュニティの再生や市民相互の支え合いをより確

かなものにしていくために、市民文化祭など団体が行う事業の運営を支

援するなど、グループ活動を活性化させる交流の支援に努めます。 

 

   ⑷ 世代間交流の促進 

     世代を超えた交流は、地域の教育力や高齢者の生きがいを高め、豊か

な市の将来像を形成していきます。そのため、豊かな人間関係とコミュ

ニティの形成及びその支援のため、世代間の交流を促進します。 

 

   ⑸ 市民団体等への支援と連携  

     生涯学習事業を実施する市民団体等を支援することにより、団体の活

性化を図ります。 

     また、市民団体等と連携することにより市民の生涯学習意欲を涵養し、

生涯学習事業の充実を図ります。 
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  ５ 生涯学習情報提供・相談体制の整備 

    仲間づくりの支援のため、グループ・団体情報を提供し、利用者が施設

利用状況等の把握を手軽に行える情報ネットワークを整備します。関心を

持ったらすぐに学習活動を始めることのできる環境をつくります。 

    また、市民の要望に応える学習相談体制の整備・充実を図ります。 

 

   ⑴ 情報システムの運用 

     インターネットなどの情報通信技術を活用し、公共施設の予約や生涯

学習関連情報を提供する公共施設予約システムを運用し、市民がいつで

も学習情報を入手できる環境を整えます。 

 

   ⑵ 広報紙（誌）等を活用した多様な情報の提供 

     様々な情報媒体を活用し、市民に学習情報やまちづくり情報、体験活

動など多様な情報を提供します。 

 

⑶ 生涯学習情報の集約 

     事業案内やイベント情報、グループ紹介など、幅広い情報を集約し、

市ホームページや公共施設予約システム等のＩＣＴを通じて市民への情

報提供を行います。 

 

   ⑷ 学習相談体制の整備 

     市民の要望に応えるため、幅広い学習情報の提供や相談ができる学習

相談体制の整備・充実を図ります。 
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  ６ 生涯学習推進体制 

    市民の求める学習内容は非常に幅広く、教育、文化、スポーツから健康、

産業、環境などあらゆる分野に関わっています。そのため、行政各部局の

連携・協力体制を強化するとともに、行政が市民や企業との連携・協力体

制を構築し、地域ぐるみの推進体制を確立することが求められています。 

    このため、生涯学習推進本部及び生涯学習推進会議を機軸に、庁内及び

市民組織による推進体制を充実し、市民と行政が一体となって生涯学習を

推進します。 

 

⑴ 庁内推進組織 

     生涯学習推進本部は、本計画の策定・生涯学習推進事業の決定・生涯

学習に係る総合調整を行っています。 

     また、生涯学習推進本部の下に庁内推進検討会が設置されています。

庁内推進検討会は本計画の検討、生涯学習施策の検討、生涯学習に係る

調査や研究を行っています。 

 

⑵ 市民参加による推進組織 

     生涯学習推進会議は、学識経験者及び公募に応じた市民で構成され、

生涯学習に係る事業の計画や立案を提言するほか、推進本部からの求め

に応じ、生涯学習に関する調査・研究などを行っています。 

 

   ⑶ 各種機関との連携体制 

     生涯学習の一層の推進を図るため、国、東京都及び他市町村との連携

を図ります。また、市内の大学や高等学校等で行っている公開講座等の

情報提供のほか、施設開放の要請などを通じ、連携に努めます。 
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第 3 章 施策の体系と方向性 

 第１節 施策の展開の考え方と施策の体系 

   前章における「６つの柱」を軸として、全庁的・総合的に施策を展開し、 

る喜びを実感できる「生きがい・ふれあいを育む生涯学習」を推進します。 

   これにより、本市の将来都市像である「人と人との絆をつむぐ 誰もが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きがい・ふれあいを育む 

生涯学習 

施策の目標（大項目）                                    推進の方向性（中項目）           

(1) 

幼児教育・家庭教育・子供の学習の充実  (2) 

小 ・ 中 学 校 教 育 の 充 実  (3) 

家 庭 ・ 学 校 ・ 地 域 と の 連 携  

(1) 

狭 山 丘 陵 の 保 全 と 活 用  (2) 

既 存 施 設 の 充 実 と 有 効 活 用  (3) 

全 市 的 拠 点 の 整 備  

(2) 

地 域 の 生 活 を 守 る た め の 学 習  

(5) 

文 化 芸 術 活 動 の 振 興  (6) 

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 推 進  

 
(2) 

地域スポーツ・レクリエーションの振興  (3) 

グループ・団体間の交流の支援  (4) 

世 代 間 交 流 の 促 進  

(1) 

情 報 シ ス テ ム 導 入 の 検 討  (3) 

広報紙（誌）等を通した多様な情報の提供  (3) 

生 涯 学 習 情 報 の 集 約 と 充 実  (4) 

学 習 相 談 体 制 の 整 備  

(2) 

市 民 参 加 に よ る 推 進 組 織  

(4) 

成 人 の 社 会 教 育 の 充 実  

(1) 

交 流 機 会 の 充 実  

(3) 

共に生き、共に生活できる環境づくり 

 

(4) 

地域の歴史・民族（伝統文化等）の学習の推進  

(1) 

団体・グループへの学習機会の提供  

(3) 

各 種 機 関 と の 連 携 体 制  

(1) 

庁 内 推 進 組 織  

(5) 

高 齢 者 の 社 会 教 育 の 充 実  

(5) 

市 民 団 体 等 へ の 支 援 と 連 携  

１ ライフステージに応じた学習の充実 

２ 市民の交流を促す拠点づくり 

３ 社会参加への関心を育む学習の推進 

４  市民をつなぐネットワーク形成の支援 

５ 生涯学習情報提供・相談体制の整備 

６  生 涯 学 習 推 進 体 制 
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幼児期から高齢期にわたって、誰もが、生涯を通じて主体的に学習を楽しみ、生き 

 

活躍できるまち むさしむらやま」の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の目標（大項目）                                推進の方向性（中項目）           

１  ライフステージに応じた学習の充実 

２  市 民 の 交 流 を 促 す 拠 点 づ く り 

３  社会参加への関心を育む学習の推進 

４  市民をつなぐネットワーク形成の支援 

５  生涯学習情報提供・相談体制の整備 

６  生 涯 学 習 推 進 体 制 

(1) 既 存 施 設 の 充 実 と 有 効 活 用 

(2) 狭 山 丘 陵 の 保 全 と 活 用 

(3) 全 市 的 拠 点 の 整 備 

(1) 情 報 シ ス テ ム の 運 用 

(2) 広報紙（誌）等を活用した多様な情報の提供 

(3) 生 涯 学 習 情 報 の 集 約 

(4) 学 習 相 談 体 制 の 整 備 

(4) 郷 土 の 学 習 と 新 し い 文 化 の 創 造 

(2) 地 域 の 生 活 を 守 る た め の 学 習 

(5) ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 推 進 
ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 推 進
動 の 推 進 

(3) 共に生き、共に生活できる環境づくり 

 

(1) 団体・グループへの学習機会の提供 

(2) 市 民 参 加 に よ る 推 進 組 織 

(3) 各 種 機 関 と の 連 携 体 制 

(1) 庁 内 推 進 組 織 

(1) 乳 幼 児 期 の 学 習 

(2) 青 少 年 期 の 学 習 

(3) 青 少 年 期 の 社 会 教 育 

(4) 成 人 期 の 社 会 教 育 

(5) 高 齢 期 の 社 会 教 育 

(2) スポーツ・レクリエーションの振興 

(3) グ ル ー プ ・ 団 体 間 の 交 流 支 援 

(4) 世 代 間 交 流 の 促 進 

(1) 交 流 機 会 の 充 実 

(5) 市 民 団 体 等 へ の 支 援 と 連 携 
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 第２節 各施策の目標における推進の方向性 

   体系化した施策の目標に基づき、各種事業を生涯学習推進事業として改め

て位置付けるため、今後展開すべき施策の体系と推進の方向性を定めます。 

 

  １ ライフステージに応じた学習の充実 

 

施策の体系 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 乳幼児期を健やかに過ごす環境の整備 

ウ 家 庭 教 育 の 支 援 

イ 特別支援教育の充実 

ウ 学校施設の整備・充実 

ア 教育内容・教育活動の充実 

ウ 市民講座やフォーラムなどの充実 

イ 今日的な課題の学習機会の創出 

長年培った経験や知識が 
生かせる環境の整備 

ア 社会人となる青年に対する学習機会の整備 

ウ 学校教育と社会教育の連携 

エ 子育てネットワークの推進 

1 ライフステージに応じた学習の充実 

オ 青少年の地域ボランティア活動の充実 

 

エ 青少年育成団体等への支援の充実  

イ 児童・青少年の地域活動の充実 

ア 学ぶ喜びを感じる環境の整備 

(1) 乳 幼 児 期 の 学 習 

(3) 青 少 年 期 の 社 会 教 育 

(4) 成 人 期 の 社 会 教 育 

(5) 高 齢 期 の 社 会 教 育 

(2) 青 少 年 期 の 学 習 

イ 障害児教育等の充実 
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施策の方向性 

   ⑴ 乳幼児期の学習 

    ア 乳幼児期を健やかに過ごす環境の整備 

     乳幼児期は、他人とのつながりや生活習慣を身に付ける重要な時期

にあります。異年齢との遊び集団の形成など、遊びの環境を整備する

とともに、社会性や集団行動の基礎を醸成できる環境づくりや幼児が

安心して狭山丘陵などの自然に接することのできる環境づくりを行

い、豊かな感受性を育みます。 

     また、市内の公園や児童遊園などの公共施設の整備を推進し、身近

な場での自然とのふれあいや遊びの空間を提供します。 

    イ 障害児教育等の充実 

      保育所や学童クラブにおける障害児の受入れを継続するとともに、

ちいろば教室においては、児童福祉法に基づく児童発達支援事業所と

して、専門的な訓練及び支援を通し、心身障害児通所訓練事業の充実

に努めます。 

    ウ 家庭教育の支援 

      乳幼児期から少年期にかけての家庭教育は、人格の基礎づくりとし

て非常に重要です。このため、子育てにおける家庭教育の重要性につ

いての普及・啓発活動に努めるとともに、家庭における教育機能の向

上を図るため、家庭教育や講座などを推進します。 

      また、社会教育や学校教育、福祉、保健など行政の関係部課が連携

を強化して、相談体制を確立します。また、家庭教育や母子保健など

の充実を図るとともに、子供読書活動を推進します。 

 

    エ 子育てネットワークの推進 

      都市化・核家族化が進む中で、若い母親の孤立や子育てに対する不

安が児童虐待の要因になると指摘されています。 

      子育ての悩みを話し合ったり、気軽に相談ができるよう、子ども家

庭支援センターを中心とした保護者同士の交流やネットワークづくり

の支援、子育て相談機能の充実を図ります。 
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   ⑵ 青少年期の学習 

    ア 教育内容・教育活動の充実 

      一人一人の個性や発達段階、学習の習得状況に応じて、基礎・基本

の確実な習得を目指し、学力や体力の向上を図るとともに、子供読書

活動の施策を推進します。また、校外体験学習やボランティア活動の

推進により、他人を思いやる心を育み「生きる力」の育成に取り組み

ます。 

      さらに、国際化、高度情報化、少子高齢化、環境問題など多様化す

る課題について幅広く教育に取り入れ、国際理解教育、環境教育、職

業体験学習など児童・生徒の社会性を育む教育を推進するとともに、

こうした教育課題に対応する教職員の研修を進めます。 

    イ 特別支援教育の充実 

      特別な教育的支援が必要な子供が将来、社会人として自立するため

には、地域の支えによって能力の伸長を図ることが重要であり、学校・

家庭・地域・企業の連携が不可欠です。 

学校における特別支援学級の整備・充実により、障害の程度や発達

段階等に応じた指導の工夫や改善を進めます。特に、現在の個別指導

計画に基づき特別支援教育を一層充実させるとともに、通常の学級に

在籍する特別な教育的支援が必要な子供のための通級指導学級・特別

支援教室による指導や固定学級での指導を通して、障害のある児童や

生徒等のニーズに合わせたきめ細かな教育が展開できるよう、特別支

援教育を推進します。 

また、インクルーシブ教育システム構築の観点から、特別支援学校

との交流による児童・生徒の相互理解や心のふれあいを図ります。 

    ウ 学校施設の整備・充実 

      学習内容の多様化により、教育施設や設備の新たな対応が必要にな

っています。地域の特性に応じた創意工夫のある学校施設整備に向け

て、教育機器・機材を充実させるなどのＩＣＴ環境の構築に努めます。

さらに、地震などに対する校舎の安全性向上を図ります。 

 

   ⑶ 青少年期の社会教育 

    ア 学ぶ喜びを感じる環境の整備 

      仲間や家族から期待され、感謝される喜びは、子供たちの学ぶ意欲

の源となります。 

      家庭・学校・地域の連携を図り、児童・生徒が様々な人とふれあい、

体験しながら学習する機会を増やします。 
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    イ 児童・青少年の地域活動の充実 

      家庭・学校・地域が相互に交流・啓発する場を提供してコミュニテ

ィの振興を図り、児童・青少年が地域で活動する基礎を育みます。ま

た、学習情報提供の一環として、地域活動の紹介を積極的に行い、地

域活動を通じて青少年の健全育成に努めます。 

    ウ 学校教育と社会教育の連携 

      武蔵村山市余裕教室活用指針に基づき、小・中学校の余裕教室を地

域活動で活用したり、放課後子供教室で活用するなど、学校教育と社

会教育での施設の連携活用を推進します。 

      また、施設の開放にとどまらず、人材・教材の活用など、学校にお

ける地域の教育力導入を支援し、「総合的な学習の時間」など授業の幅

を広げます。 

    エ 青少年育成団体等への支援の充実 

      青少年対策地区委員会や地域の子供会、ＰＴＡ等の活動を支援し、

地域や学校における青少年の健全育成に寄与します。 

    オ 青少年の地域ボランティア活動の充実 

      ボランティア活動を通して自分の役割や必要性を実感したり、様々

な人々の期待に応えて信頼を得るような場づくりを行い、青少年の社

会性を培います。 

 

   ⑷ 成人期の社会教育 

    ア 社会人となる青年に対する学習機会の整備 

      これから社会人になる青年のために、社会の一員となる知識の習得

や意識の啓発などを図ります。 

      また、スポーツ・レクリエーション活動を充実し、社会人になった

後も継続して健康増進やスポーツ活動を行うことができるように支援

します。 

    イ 今日的な課題の学習機会の創出 

      現代社会に対応した知識や能力を習得し、社会的な問題意識やまち

づくりへの関心を育むため、国際化、高度情報化、少子高齢化、環境

問題など今日的な課題をテーマとした講座や教室、フォーラムなどを

開催し、学習機会を拡充します。 

    ウ 市民講座やフォーラムなどの充実 

      趣味や芸術、文化等の実用的な学習やまちづくりフォーラムなど、

市民講座等のメニューの充実を図り、学習機会を拡充します。 



 - 16 - 

      また、講座の充実を図るため、大学などの高等教育機関に市民講座

の開催を要請するとともに、市内在住の文化人や教育者等と連携して

市民講座を行うことを引き続き検討します。 

 

   ⑸ 高齢期の社会教育 

    長年培った経験や知識が生かせる環境の整備 

     地域には、次世代に伝えるべき伝統文化・技術・知識・ノウハウを持

った人材がたくさんいます。高齢社会の中では、こうした市民が長年培

った経験や知識を生かせる環境を整備していくことが、生きがいや新し

い活力を創造していく上で重要です。 

     指導者やボランティアの育成、シルバー教室等の充実により、知識や

経験を生かせる場と機会を提供します。 
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  ２ 市民の交流を促す拠点づくり 

 

施策の体系 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

 

   ⑴ 既存施設の充実と有効活用 

ア 既存施設のネットワーク化 

      既存施設相互の連携を図り、施設機能の相互補完や役割分担の適正

化により、市民の学習活動の質を向上させます。また、各施設が一層

利用しやすいものとなるよう、公共施設の予約や生涯学習情報を提供

する公共施設予約システムを運用し、市民の利便性の向上に努めます。 

イ 学校開放の推進 

      小・中学校を地域の学習・スポーツ・文化活動の場として積極的に

開放することで、地域社会と子供たちの接点を拡大させ、大人と子供

が学び合うコミュニティを形成し、人間関係を豊かなものにするきっ

かけづくりを行います。 

      地域開放に伴い、小・中学校の特別教室、体育館、校庭、プールな

どの施設や設備の充実に努めます。余裕教室については、武蔵村山市

余裕教室活用指針に基づき、地域のコミュニティ施設や「放課後子供

教室」として使用するなど、効果的な活用を推進します。 

 

ア 既存施設のネットワーク化  

イ 学 校 開 放 の 推 進  

(1) 既存施設の充実と有効活用  

(2) 狭山丘陵の保全と活用 

(3) 全 市 的 拠 点 の 整 備 （仮称）生涯学習センターの検討  

ア 教材としての地域の再発見  

イ 保全・活用と学習活動の推進 

2 市民の交流を促す拠点づくり  

ウ 身近な公共施設の整備・充実  

エ スポーツ・レクリエーション施設等の整備・充実  

オ 体験学習の場や機会の整備 
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ウ 身近な公共施設の整備・充実 

      市民ニーズの変化を踏まえ、学習・文化施設の整備・充実に努める

とともに、利用者が安全に施設を利用できるよう公共施設の改修を計

画的に進めます。 

      また、市民の利便性の向上を図るため、近隣市町と連携し、図書館

の相互利用を推進します。 

      さらに、福祉施設やコミュニティ施設を整備・充実し、高齢者や障

害のある方などの交流や、地域の身近な場での交流を促進します。 

エ スポーツ・レクリエーション施設等の整備・充実 

      スポーツやレクリエーションを通じた市民の交流を促進するため、

総合体育館などスポーツ関連施設の充実を図ります。また、市民の屋

外体験活動を推進するため、引き続き屋外体験学習広場の維持管理に

努めます。 

オ 体験学習の場や機会の整備 

      狭山丘陵の自然を健康づくり、観察会などの学習活動に利用するこ

とにより、学習機会の拡充に努めます。 

      また、農地の有効活用を図り、体験型市民農園、高齢者喜び農園な

どの整備を推進することで、市民が身近に土と親しみながら交流を深

める機会の充実を図ります。 

 

   ⑵ 狭山丘陵の保全と活用 

    ア 教材としての地域の再発見 

      多くの自然が残された狭山丘陵は、野生生物の生息地として貴重な

資源であり、この自然を生かした有効な活用や整備が望まれます。 

      狭山丘陵を武蔵村山が誇る学習教材として認識し、自然保護などの

環境意識の啓発や丘陵に生息する動植物の観察、様々なレクリエーシ

ョン活動などの場として位置付け、狭山丘陵を利用した歩け歩け大会

などを積極的に推進します。 

      また、東京都と協力しながら里山景観の保全活動に努めます。 

    イ 保全・活用と学習活動の推進 

      狭山丘陵周辺に点在する歴史遺産や里山に代表される貴重な文化遺

産の保全と活用を推進します。また、東京都が推進している「野山北・

六道山公園」の整備と連携を図りながら、狭山丘陵の保全を促進しま

す。 

      水田や畑、雑木林等の里山らしい景観を残すエリアと拠点となる体

験施設を有効活用し、動植物とのふれあいや自然と共存する里山の心
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を学ぶ機会を創出するため、散策ルートの整備や歴史・文化財講座の

開催を促進します。 

 

   ⑶ 全市的拠点の整備 

（仮称）生涯学習センターの検討 

     生涯学習を総合的に展開する全市的拠点として、社会教育委員会議か

らの生涯学習センター構想に関する報告書に基づき、（仮称）生涯学習セ

ンターの設置に向けた検討を引き続き進めます。 

    （仮称）生涯学習センターの整備に当たっては、市民の要望の高い中央

図書館と中央公民館の機能を併せ持つなど、市民の学習活動を活性化さ

せる整備手法について、幅広く検討を進めます。 
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  ３ 社会参加への関心を育む学習の推進 

 

施策の体系 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

 

⑴ 団体・グループへの学習機会の提供 

「出前講座」の充実 

     「出前講座」は、市民の要請に応じて市の職員が出向き、それぞれの

分野についての知識や情報を提供するものです。 

     市民が「出前講座」を活用し、積極的に地域情報等を学ぶことで、市

民主体のまちづくり意識の醸成を図ります。 

 

「 出 前 講 座 」 の 充 実  

イ 文化・芸術活動の推進  

ウ 地 域 づ く り の 推 進 

ア 指導者・ボランティアの育成 

イ ボランティア・市民活動セン 
タ－「ほほえみ」の充実 

ア 安全と防災・防犯のための学習の推進 

オ 職業能力向上へ向けた学習の充実 

イ 健康づくりのための学習の推進 

エ 環境に関する学習の推進 

ア コ ミ ュ ニ テ ィ の 振 興 

イ 高齢者・障害者の自立へ向けた学習の推進  

ウ 人権・平和・男女共同参画に関する学習の推進  

エ 国際理解に関する学習の推進 

ア 地域の自然・歴史・民俗（伝統文化等）の学習の推進  

3 社会参加への関心を育む学習の推進  

ウ 消費生活に関する学習の推進 

(1) 団体・グループへの学習機会の提供 

(4) 郷土の学習と新しい文化の創造  

(2) 地域の生活を守るための学習  

(3) 共に生き、共に生活できる環境づくり 

(5) ボランティア活動の推進 
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   ⑵ 地域の生活を守るための学習 

    ア 安全と防災・防犯のための学習の推進 

      平成２３年３月の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）、平成２８

年４月の熊本地震、平成３０年７月の豪雨等により甚大な被害が発生

しました。災害に対して十分な準備を講じることができるよう、防災

意識の高揚を図り、防災に関する知識を得る必要があります。 

      そのために、消防団や自主防災組織等を充実強化し、幅広い市民が

参加できる総合防災訓練や救急救命技能講習会等を実施します。「自分

の身の安全は自分で守る」ための行動を考え、災害に対する知識を得

ることで、市民の防災への意識の向上を図ります。 

      また、夏期交通防犯映画会の開催や交通安全キャンペーン等により、

事故防止の啓発や防犯知識の普及に努めます。 

      さらに、災害時等において市民が情報を収集できるよう、情報入手

手段の周知や新たな情報発信手段の検討など、市民への広報・連絡態

勢を充実するとともに、防災・防犯組織の育成を推進します。 

    イ 健康づくりのための学習の推進 

      健康は豊かな日常生活の原点です。疾病の予防・治療に対する適切

な知識と「自分の健康は自分で守る」という意識を高めることが必要

です。広報活動や啓発事業を充実させ、ライフステージに応じた健康

教育の体系的な推進に取り組みます。また、健康相談や健康維持・増

進プログラムの充実のため、健康相談と体力測定を組み合わせたみん

なの体力チェックを実施するなど市民の健康維持・体力向上を図りま

す。 

    ウ 消費生活に関する学習の推進 

      安全な消費生活に対する知識の普及のために、消費生活展や消費生

活相談などを通して消費者である市民への情報の提供や意識の啓発を

図ります。 

    エ 環境に関する学習の推進 

      地球環境保全事業の推進や各種環境調査の実施、各種資料等の作成、

自然観察会の開催などにより、市民の環境意識の啓発を推進します。 

      また、ごみ処理施設の見学会などにより、生活環境に関する学習を

推進します。 

      環境施策については、循環型社会の形成に向け、公共用水域の水質

保全や自然環境や生態系に配慮した施策の推進、省資源・省エネルギ

ー施策の確立に努めます。市・市民・事業者が協働して環境問題に取

り組むため、市民参加により策定した「環境基本計画」に基づき計画
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的な環境施策の展開を図ります。 

    オ 職業能力向上へ向けた学習の充実 

      就労に求められる技術や知識は年々高度化・多様化しており、就労

のための学習を充実する必要があります。そのため、大学等における

公開講座の開催を要請するなど就労に役立つ学習の機会の充実を図り

ます。 

 

   ⑶ 共に生き、共に生活できる環境づくり 

    ア コミュニティの振興 

      少子高齢化や都市化の進展の中で、地域における人間関係が希薄化

しています。市民相互の信頼関係は「まち」の基礎であり、人と人と

の絆を深めるためには、地域コミュニティの振興が重要です。 

      このため、自治会活動を支援することにより、コミュニティ活動の

充実を図ります。 

      また、村山デエダラまつりや農業まつり、生涯学習フェスティバル

などの市民参加のイベントを実施するほか、体験型市民農園や高齢者

喜び農園を整備し、農業体験の機会を提供することで、市民の交流機

会の充実を図ります。 

    イ 高齢者・障害者の自立へ向けた学習の推進 

      近年の核家族化と少子高齢化の進展に伴い、家庭における介護力が

低下しています。地域における支え合いや相互扶助をもとに、高齢者

や障害のある方の自立を促進することが望まれています。 

      このため、高齢者の社会参加の促進を図るため、技術研修の場とし

てのシルバーワークプラザの活用や老人クラブの育成による生きがい

づくりなどの充実を推進します。 

      また、障害のある方の社会参加の促進を図るため、手話講習会など

を実施します。 

      さらに、福祉教育や介護教室、ボランティア学習を充実し、家族や

地域の介護能力を高め、支え合う福祉の実現を目指します。 

    ウ 人権・平和・男女共同参画に関する学習の推進 

      人権を尊重した平和なまちづくりや男女共同参画社会の実現に向け

た学習を推進します。 

      人権に関する学習の推進については、人権作文や人権メッセージの実

施、講演会の開催、相談事業を推進します。 

      平和に関する学習については、戦争体験講演や中学生による討論会、

平和に関する図書展や原爆写真展の歴史民俗資料館分館での展示、ま
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た戦争以外にも人々の生活を一変させる自然災害や疫病に関する展示

等の事業を通して、市民の平和への意識を醸成します。 

      男女共同参画社会実現に向け、平成１８年に開館した緑が丘ふれあ

いセンター内に設置した男女共同参画センター「ゆーあい」を中心と

して、令和２年３月に策定した「第四次男女共同参画計画～ゆーあい

プラン～」に基づき、事業の推進を図ります。 

    エ 国際理解に関する学習の推進 

国際化の進展の中で、国籍・民族・文化を超えた交流の基礎となる

国際理解教育の推進が期待されています。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、

本市はモンゴル国のホストタウンとして登録されました。これを機に、

モンゴル国ウランバートル市ハンオール区との国際的な交流が始まり、

国際理解の推進の重要性は増しています。 

今後は、国際理解講座などの充実を図り、国際的な視野に立った、

開かれた意識の醸成に努めます。 

 

   ⑷ 郷土の学習と新しい文化の創造 

    ア 地域の自然・歴史・民俗（伝統文化等）の学習の推進 

      郷土に対する愛着を深め、新しい文化を培うためには、自然、歴史

及び伝統文化等を理解する必要があります。 

そこで、歴史民俗資料館及び分館を拠点とした歴史研究や文化財の

調査を推進し、収蔵資料の展示公開を通して市民の郷土に対する理解

を深めるとともに、文化財の適正な収集・保管に努めます。 

    イ 文化・芸術活動の推進 

      市民の価値観が、物の豊かさから心の豊かさに変化する中で、文化

や芸術に対する関心が高まってきています。こうした市民ニーズに応

えるため、幅広く文化・芸術活動や文字・活字文化の振興に努め市民

文化の創造を図ります。 

      文化・芸術の発信拠点である市民会館では、適切な維持・管理・機

能の向上に努め、市民利用の促進を図ります。イベントについては、

近隣市町の文化ホールと連携し、相乗効果のあるＰＲを引き続き実施

します。 

      また、市民会館での芸術鑑賞の充実のため、展示スペースを有効活

用するなど、市民の文化意識の高揚を図ります。 

      さらに、市内の芸術家やサークルなどに、地区会館の展示スペース

などを発表の場として提供し、活動の活性化を促進します。 
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    ウ 地域づくりの推進 

      市に古くから伝わる郷土芸能やまつりなどを支援するとともに、日

本の伝統的文化に根付いた新たな市民文化の醸成を支援し、市民との

協働により地域づくりを推進します。 

      また、ホームページや市報の活用などにより市民の様々な活動を紹

介して市民活動の活性化を図ります。また、「村山温泉かたくりの湯」

周辺を憩いの核とした交流エリアの形成を検討します。 

 

   ⑸ ボランティア活動の推進 

    ア 指導者・ボランティアの育成 

      学習により習得した知識や技術等を地域に還元する活動として、学

校教育・社会教育ボランティアや福祉・クリーンボランティア、児童・

生徒のボランティア活動などの活動の場を広げます。 

      また、ボランティア人材パートナーズ制度の周知や公園・緑地ボラ

ンティアの充実により、市民協働のまちづくりを推進し、地域コミュ

ニティの活性化を図ります。 

    イ ボランティア・市民活動センター「ほほえみ」の充実 

      ボランティア希望者と、それを必要とする市民を結びつけるコーデ

ィネーターとして、ボランティア・市民活動センター「ほほえみ」が

あります。ボランティア・市民活動センター「ほほえみ」では、福祉

をはじめ、防災、環境、国際交流、生涯学習などあらゆるボランティ

ア活動の拠点として、ボランティア情報の収集や提供、仲介、相談な

ど幅広い活動を推進します。 
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  ４ 市民をつなぐネットワーク形成の支援  

 

施策の体系 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

 

   ⑴ 交流機会の充実 

    ア 交流機会の提供 

      村山デエダラまつりや農業まつり、生涯学習フェスティバルなど

様々なイベントを幅広い運営主体との連携を図り充実します。また、

体験型市民農園の整備を進め、高齢者喜び農園と併せて市民交流の場

とします。 

    イ 姉妹都市等との交流 

      市域を越えた交流促進を目指し､モンゴル国のホストタウンとなった

ことで交流が始まった「モンゴル国ウランバートル市ハンオール区」や

(2) スポーツ・レクリエーションの振興 ア総合型地域スポーツクラブ 

（よってかっしぇクラブ）の運営支援 

4 市民をつなぐネットワーク形成の支援 

(5) 市民団体等への支援と連携 市民団体等への支援と連携 

イ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

ウ 団体育成・指導者育成  

(4) 世 代 間 交 流 の 促 進 ア 児童・生徒と地域の接点づくり 

イ 世代を超えた交流の仕組みづくり 

ウ 世代間交流事業の実施 

ア 学習グループ・指導者の紹介 

イ 市民参画や市民協働によるイベントの開催支援 

(1) 交 流 機 会 の 充 実 ア 交 流 機 会 の 提 供  

イ 姉妹都市等との交流  

(3) グループ・団体間の交流支援  
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姉妹都市｢長野県栄村｣、周辺市町村との市民レベルでの交流を推進しま

す｡ 

 

   ⑵ スポーツ・レクリエーションの振興 

    ア 総合型地域スポーツクラブ（よってかっしぇクラブ）の運営支援 

      武蔵村山市スポーツ推進計画との整合性を図りながら、地域の住民

が中心となって自主的に運営する総合型地域スポーツクラブ（よって

かっしぇクラブ）の活動を支援します。 

    イ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

      市民の誰もが、それぞれの体力、年齢、技術、興味、目的に応じて、

いつでも、どこでも、いつまでもスポーツやレクリエーションに親し

むことができるよう、スポーツ・レクリエーション事業を充実します。

また、総合体育館等を活用し、市民スポーツ大会や少年少女スポーツ

大会、スポーツ教室、健康教室などの一層の充実を図り、市民の参加

を促進します。 

    ウ 団体育成・指導者育成 

      地域のスポーツ団体・グループの育成を図るほか、スポーツ少年団

やスポーツ推進委員、スポーツ協力員の指導者育成に努めます。 

 

   ⑶ グループ・団体間の交流の支援 

    ア 学習グループ・指導者の紹介 

      市が積極的に窓口となって交流機会をつくり、学習グループや指導

者の紹介などのコーディネートを行います。 

    イ 市民参画や市民協働によるイベントの開催支援 

      活力にあふれたにぎわいのあるまちを目指し、市民参画や市民協働

によるイベントを市が積極的に支援します。 

      また、文化協会及び体育協会が開催する市民参画や市民協働による

イベントや「生涯学習フェスティバル」を引き続き支援します。 

 

   ⑷ 世代間交流の促進 

    ア 児童・生徒と地域の接点づくり 

      教育ボランティアの活用や子供会活動の促進、青少年リーダーの養

成などを図り、児童・生徒が幼児から高齢者まで様々な世代の市民と

ふれあう機会を創出し、世代を超えた交流を図ります。 
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    イ 世代を超えた交流の仕組みづくり 

      市で行われるイベントを世代間交流の観点から捉え直してメニュー

の工夫を行います。様々な世代の市民が、共同体験を通して相互理解

や絆を深めるような活動メニューや仕組みをつくります。 

    ウ 世代間交流事業の実施 

      少年・古希軟式野球チーム親善試合の開催などスポーツを通じた世

代間交流に努めます。 

 

   ⑸ 市民団体等への支援と連携 

    市民団体等への支援と連携 

     学校週５日制対応事業や子供の居場所づくり事業など生涯学習事業を

実施する市民団体等を支援するとともに、連携して事業を実施します。 
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  ５ 生涯学習情報提供・相談体制の整備 

 

施策の体系 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  施策の方向 

 

⑴ 情報システムの運用 

    公共施設予約システムの活用 

     市の講座やグループの紹介、施設の予約状況など、様々な生涯学習情

報を提供するために、市民が誰でも気軽に公共施設の予約などが行える

公共施設予約システムを活用します。 

 

⑵ 広報紙（誌）等を活用した多様な情報の提供 

    情報媒体の充実 

     市民のまちづくりへの関心を高めるために、「市報」や「市ホームペー

ジ」、「議会だより」、「教育むさしむらやま」、「武蔵村山くらしの便利帳」

など、様々な情報媒体の整備・充実を図ります。 

     これらのまちづくり情報を積極的に発信することで、まちづくりに対

する市民の意識を啓発します。多摩都市モノレールの早期延伸や土地区

画整理事業といった市の重要な施策からごみのリサイクルや身近な生活

情報まで市民が親しめる様々な情報を提供することで、市民活動の活性

化に寄与します。 

 

   ⑶ 生涯学習情報の集約 

    市民情報ネットワークの運用 

     市ホームページ及び公共施設予約システムなどを活用することにより、

5 生涯学習情報提供・相談体制の整備  

公共施設予約システムの活用  

情 報 媒 体 の 充 実 

市民情報ネットワークの運用 

生涯学習に関する相談の充実  

 

(1) 情 報 シ ス テ ム の 運 営  

(2) 広報紙(誌)等を活用した多様な情報の提供  

(3) 生 涯 学 習 情 報 の 集 約  

(4) 学 習 相 談 体 制 の 整 備  
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市民が情報の受け手としてだけでなく、自ら情報発信者となり、グルー

プづくりや生涯学習活動のＰＲなどができるよう支援します。 

     また、感染症対策も含め、ＩＣＴを活用することで活動の紹介や成果

の発信を支え、これまでにない学習の充実も期待できるため、環境整備

に努めます。 

 

   ⑷ 学習相談体制の整備 

    生涯学習に関する相談の充実 

     市民の学習相談に的確に対応するため、学習情報の提供や適切なアド

バイス、学習のコーディネートなどを行う学習相談の充実を図ります。 
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  ６ 生涯学習推進体制 

 

  施策の体系 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

 

   ⑴ 庁内推進組織 

     生涯学習推進本部及び同本部に設置されている生涯学習庁内推進検討

会において、生涯学習に関する職員の資質の向上を図りながら、組織の

横断的かつ総合的な計画の推進を図ります。 

    ア 生涯学習推進本部 

      生涯学習に関する施策の最終決定機関として、生涯学習推進計画の

策定など生涯学習に係る総合調整を行います。 

    イ 生涯学習推進本部庁内推進検討会 

      生涯学習推進計画や施策の検討など生涯学習に係る調査・研究を行

います。 

 

   ⑵ 市民参加による推進組織 

    生涯学習推進会議 

     学識経験者と公募に応じた市民で構成される生涯学習推進会議は、生

涯学習に係る事業の計画や立案を提言するほか、推進本部からの求めに

応じて、生涯学習に関する調査・研究を行います。 

 

ア 生 涯 学 習 推 進 本 部 

 

 
イ 生涯学習推進本部庁内推進検討会 

生 涯 学 習 推 進 会 議 

6 生 涯 学 習 推 進 体 制  

他の自治体や教育機関との連携 

(1) 庁 内 推 進 組 織 

(2) 市民参加による推進組織 

(3) 各種機関との連携体制 
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   ⑶ 各種機関との連携体制 

    他の自治体や教育機関との連携 

     生涯学習の推進に当たり、国、東京都及び他市町村との連携を図ると

ともに、大学や高校などの教育機関との連携も促進します。 

     また、大学と共催で公開講座等を実施するなど市民の学習機会の充実

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習推進本部 

（最終決定機関） 

主な職務 

＊生涯学習推進計画の策定 

＊生涯学習推進事業の決定 

＊生涯学習推進に係る総合調整 

生涯学習推進会議 

主な職務 

＊生涯学習に係る事業計画の立案 

＊生涯学習に関する調査・研究 

生涯学習庁内推進検討会 

主な職務 

＊生涯学習推進計画の検討 

＊生涯学習推進施策の検討 

＊生涯学習に係る調査・研究 

報告 提言・報告 

指示 検討依頼 
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第４章 生涯学習推進事業 

 第１節 生涯学習推進計画掲載基準 

  １ 事業の選択についての基準 

   ⑴ 市が市民に対して行う事業で､市民の学習する機会を提供するもの。 

   ⑵ 市民が学習するための条件整備として､市が行うもの（市民が学ぶこと

を直接の目的としない場合であっても結果として学習につながるもの、

また､その可能性があるものを含む。）。 

   ⑶ 市民が広く参加することによって､交流を図ったり､市民の活動を支援

することにつながるもの。 

   ⑷ 市民生活に関する市民の自主的な活動を支援するもの。 

 

  ２ 事業の推進方向の表示内容 

⑴ 新 規  事業の実施･実現に向け準備が進んでいるか､これから具体

的に実施予定であるもの。 

⑵ 検 討  事業の実施が可能か､又は有用なものか検討を行うもの。 

⑶ 充 実  既に実施されているが､さらに長期総合計画などにより改

善や充実を図ることが予定されているもの。 

⑷ 継 続  既に実施されている事業で､今後も引き続き継続するもの。 

 

  ３ 外郭団体等が行う事業について 

    シルバー人材センター、文化協会､体育協会､商工会などが行う事業であ

っても､各々の団体に対して助成することにより､各事業を支援していると

の観点から推進事業として考えます。 

 

  ４ 所管について 

    所管については､実行委員会などを組織して行う事業については､主体と

して行う担当課を記載しています。 

    また、既に委託されている事業は､委託元の課名を記載しています。 

 

  ５ 事業番号について 

    事業の番号は通し番号としていますが、事業内容が他の項目にも当ては

まり再掲する場合は、括弧書きで、最初に使用した番号を記載しています。 
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 第２節 生涯学習推進事業一覧 

  １ ライフステージに応じた学習の充実 

   ⑴ 乳幼児期の学習 

ア 乳幼児期を健やかに過ごす環境の整備 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

1  
おはなしの会の実

施 

絵本や紙芝居の読み聞かせを通して､

本の世界に導く等､本を読むことへの

関心を育むような事業を開催する。 

継続 図書館 

2 

パパとママのため

のマタニティクラ

スの実施 

妊婦とその夫を対象に、妊娠期から授

乳期までの健康管理、食事のバランス、

新生児期の育児等についての講義と実

習を行うほか、妊婦歯科検診を実施す

る。 

継続 
子ども子育て支

援課 

3 
子ども家庭支援セ

ンター事業の実施 

子供と子育て家庭の支援に関する総合

相談や在宅サービスの提供などの事業

を実施する。 

継続 
子ども子育て支

援課 

4 
児童遊園・都市公園

等の整備 

児童遊園や都市公園など身近な場所

で、自然とふれあえる環境の整備を図

る。 

充実 
環境課 

都市計画課 

5 
子どもカフェ事

業の実施 

乳幼児が安全に遊べ、保護者が集

える交流の場を提供するととも

に、子育てに関する相談を受け、

子育て世代の子育てに対する不安

感や負担感の軽減を図る。 

継続 
子ども子育て支

援課 

6 
児童館親子ひろ

ば事業の実施 

児童館の午前中の比較的利用者が少な

い時間帯を利用し、乳幼児及びその保

護者を対象に歌遊びや絵本の読み聞か

せなどを行いながら、交流や子育て相

談できる居場所の提供を図る。 

継続 子ども青少年課 
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番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

7 

とうきょうママ

パパ応援事業（ハ

グはぐ・むらや

ま）の実施 

妊娠期から子育て期まで切れ目の

ない支援を行うため、子育て世代

包括支援センター「ハグはぐ・む

らやま」において、保健師が母子

健康や育児に関する相談に応じ、

また、母子健康手帳の交付時に全

ての妊婦に対し保健師が面談を行

い、子育てを応援する品を配布す

るとともに、育児支援計画を作成

し妊婦の状況を把握する。必要な

場合は関係機関と連携し、支援に

努める。 

継続 
子ども子育て支

援課 

 

イ 障害児教育等の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

8 
学童クラブでの障

害児の受入れ 

障害のある児童も学童クラブに参加で

きるよう受入れを継続する。 
継続 子ども青少年課 

9 
ちいろば教室の充

実 

児童発達支援事業所として、日常生活

における基本的な動作の習得や集団生

活への適応訓練、その他必要な訓練を

行う。 

充実 子ども青少年課 

10 
心身障害者・児スポ

ーツ教室の実施 

障害のある方や児童等の健康増進と交

流を促進するため、ニュースポーツを

通した教室の推進を図る。 

充実 スポーツ振興課 

 

ウ 家庭教育の支援 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

11 
子供読書活動推進

事業の実施 

子供が言葉を学び、感性を磨き、表現

力を高め、創造力が豊かになるよう、

読書活動の推進を図る。 

継続 図書館 

12 
「家庭の日」啓発事

業の実施 

家庭の大切さ・家庭の役割のすばらし

さについて、改めて考える機会とする

ため「家庭の日」啓発事業を行う。 

継続 子ども青少年課 

13 
家庭教育講座の実

施 

家庭の教育力を高めるため､家庭教育

に関する講座を開催する。 
継続 文化振興課 

14 
家庭教育の啓発資

料の配布 

家庭における教育の参考となる啓発資

料を配布する。 
継続 教育指導課 
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エ 子育てネットワークの推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(3) 
子ども家庭支援セ

ンター事業の実施 

子供と子育て家庭の支援に関する総合

相談や在宅サービスの提供などの事業

を実施する。 

継続 
子ども子育て支

援課 

(5) 
子どもカフェ事

業の実施 

乳幼児が安全に遊べ、保護者が集

える交流の場を提供するととも

に、子育てに関する相談を受け、

子育て世代の子育てに対する不安

感や負担感の軽減を図る。 

継続 
子ども子育て支

援課 

(6) 
児童館親子ひろ

ば事業の実施 

児童館の午前中の比較的利用者が少な

い時間帯を利用し、乳幼児及びその保

護者を対象に歌遊びや絵本の読み聞か

せなどを行いながら、交流や子育て相

談できる居場所の提供を図る。 

継続 子ども青少年課 

15 

ファミリー・サポー

ト・センター事業の

実施 

育児の援助を行いたい者と受けたい者

で組織し､相互に協力し合うことで、子

育て家庭の育児を支援する。 

継続 
子ども子育て支

援課 

16 
地域子育て支援拠

点事業の実施 

子育てに関する相談や啓発活動、子育

てサークルの育成、活動支援などの事

業を行う。 

継続 
子ども子育て支

援課 

 

⑵ 青少年期の学習 

ア 教育内容･教育活動の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(11) 
子供読書活動推進

事業の実施 

子供が言葉を学び、感性を磨き、表現

力を高め、創造力が豊かになるよう、

読書活動の推進を図る。 

継続 図書館 

17 
個性を生かす学校

教育の実施 

子供たちが、生涯を通じて社会の変化

に主体的に対応し成長できるよう、基

礎・基本の徹底と、自ら学ぶ意欲や思

考力、判断力、表現力等の資質・能力

の育成を重視して、一人一人の個性を

生かす教育を実施する。 

継続 教育指導課 
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番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

18 
健康・安全指導の実

施 

子供たちが、自他の生命を大切にする

など、人間性豊かな社会の形成者とし

て健やかに成長できるよう、学校・家

庭・地域社会・関係機関の緊密な連携

のもとに、全ての子供たちの「心とか

らだの健康づくり」を推進する。 

継続 教育指導課 

19 教育相談等の実施 

集団不適応や不登校など教育問題につ

いての相談や、障害のある児童・生徒

の就学相談などを実施する。 

継続 教育指導課 

20 
心の教育推進事業

の実施 

＊小･中連携教育の推進 

子供たちの豊かな心を育むために、

教員･保護者相互が協力し、一貫した

カリキュラムについて創意･工夫を

図る。 

＊中学校区連絡協議会の開催 

各中学校区で推進している実践活動

について、各校区の代表により情報

交換を行い更なる推進を図る。 

継続 教育指導課 

21 
国際理解教育の実

施 

ＪＥＴプログラムによる外国語指導助

手を全中学校に配置するとともに、小

学校にも派遣し、異文化体験等の推進

に努める。 

また、帰国子女・外国籍児童･生徒の日

本語指導等を行い、学校生活に適応さ

せるための教育を実施する。 

継続 教育指導課 

22 情報教育の実施 

コンピュータ等を活用し、高度情報化

社会に対応した児童･生徒の情報活用

能力を培う事業の展開を図る。 

継続 教育指導課 

23 環境教育の実施 

地球温暖化、オゾン層の破壊などの地

球環境問題や大気汚染、騒音問題、水

質汚濁やごみ問題など様々な環境問題

に関わる教育を実施する。 

継続 教育指導課 

24 
人権尊重教育の推

進 

差別やいじめなどの課題について教職

員研修を推進する。 
継続 教育指導課 

25 体験学習の推進 

地域の歴史や自然、文化などに直接触

れる郷土学習や福祉の心を育てるボラ

ンティア活動への参加などの体験学習

を推進する。 

継続 教育指導課 

26 
教育ボランティア

の活用 

教育活動に地域の人材を活用し､地域

に根ざした教育や､世代間交流を図る

一助とする。 

継続 教育指導課 
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番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

27 

開かれた学校づく

りの推進と学校経

営の充実 

地域に開かれた学校づくりを推進する

ため、学校運営協議会制度(コミュニテ

ィスクール)、学校評価制度等を活用

し、教育活動や学校経営の充実を図る。 

充実 教育指導課 

28 
放課後子供教室の

実施 

児童の放課後の居場所を確保し、スポ

ーツ、文化活動、学習活動等の体験活

動と地域住民との交流活動等の機会を

提供する。 

充実 文化振興課 

29 地域未来塾の実施 

経済的な理由や家庭の事情により、家

庭での学習が困難であり、又は学習習

慣が十分に身に付いていない児童等の

学習習慣の確立や基礎学力の定着を図

る。 

充実 文化振興課 

 

イ 特別支援教育の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

30 
小･中学校特別支援

学級の充実 

障害の状況や発達段階特性に応じた適

切な教育を行うため､特別支援学級の

充実を図る。 

充実 教育指導課 

31 
特別支援教育の推

進 

特別な教育的ニーズのある児童・生徒

に対して適切な教育的指導を行うた

め、関係機関と連携しながら、特別支

援教室・通級指導学級や巡回相談員等

を活用し、特別支援教育を推進する。 

継続 教育指導課 

32 
特別支援学級交流

事業の実施 

障害のある児童・生徒の幅広い交流を

促進するため､学校内における交流を

促進するとともに､特別支援学級のな

い学校との交流を図る。 

継続 教育指導課 

 

ウ 学校施設の整備･充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

33 
学校施設の整備･充

実 

安全性の確保と多様化する教育内容へ

の対応を図るため、学校施設の改修･整

備を図る。 

充実 教育総務課 
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⑶ 青少年期の社会教育 

ア 学ぶ喜びを感じる環境の整備 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(27) 

開かれた学校づく

りの推進と学校経

営の充実 

地域に開かれた学校づくりを推進する

ため、学校運営協議会制度(コミュニテ

ィスクール)、学校評価制度等を活用

し、教育活動や学校経営の充実を図る。 

充実 教育指導課 

34 
学習施設･体育施設

の整備 

市民会館や図書館、学習等供用施設、

体育施設等が、市民にとって身近な学

習施設になるよう整備を図る。 

充実 

文化振興課 

スポーツ振興課 

図書館 

 

イ 児童･青少年の地域活動の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

35 
子ども食堂推進事

業の実施 

民間団体が行う地域の子供たちへの食

事や交流の場を提供する子供食堂に対

して、安定的な実施環境を整備し、地

域に根差した活動を支援する。 

充実 
子ども子育て支

援課 

36 
青少年リーダーの

養成 

小学生、中学生､高校生などを対象に､

宿泊訓練や野外活動等を通し､地域リ

ーダーの養成を図る。 

継続 文化振興課 

37 児童館事業の実施 

子供たちに遊び場としての場を提供す

るとともに､友達との交流の中から､社

会性・協調性が身に付くような児童館

事業を推進する。 

継続 子ども青少年課 

38 
青少年対策地区委

員会への支援 

青少年対策地区委員会への支援を図

る。 
継続 子ども青少年課 

39 運動広場等の整備 

運動広場等、身近な場所でスポーツ･レ

クリエーションや遊び仲間と交流でき

る場所の整備を図る。 

充実 
環境課 

スポーツ振興課 

40 
スポーツ少年団へ

の支援 

青少年の健全育成を目的としたスポー

ツ少年団の普及・促進のための活動を

支援するほか指導者の育成を図る。 

継続 スポーツ振興課 

 

ウ 学校教育と社会教育の連携 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(14) 
家庭教育の啓発資

料の配布 

家庭における教育の参考となる啓発資

料を配布する。 
継続 教育指導課 

(26) 
教育ボランティア

の活用 

教育活動に地域の人材を活用し､地域

に根ざした教育や､世代間交流を図る

一助とする。 

継続 教育指導課 



 - 39 - 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

41 余裕教室の活用 

武蔵村山市余裕教室活用指針に基づ

き、余裕教室を放課後子供教室や学習

集会施設として活用する。 

継続 
教育指導課 

文化振興課 

42 
学校施設のスポー

ツ開放の実施 

小･中学校の体育館と校庭を社会体育

団体等に開放し､地域スポーツの振興

を図る。 

継続 スポーツ振興課 

43 
少年少女スポーツ

大会の実施 

野球、サッカー、ドッジボール、相撲

など小学生を対象に行っている各種ス

ポーツ大会の推進を図る。 

継続 スポーツ振興課 

 

エ 青少年育成団体等への支援の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(38) 
青少年対策地区委

員会への支援 

青少年対策地区委員会への支援を図

る。 
継続 子ども青少年課 

(43) 
少年少女スポーツ

大会の実施 

野球、サッカー、ドッジボール、相撲

など小学生を対象に行っている各種ス

ポーツ大会の推進を図る。 

継続 スポーツ振興課 

44 
青少年･青年吹奏楽

団の育成 

大型楽器の貸出しを行うことにより､

吹奏楽団の育成を図る。 
継続 文化振興課 

 

オ 青少年の地域ボランティア活動の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性  推進方向 所 管 

(25) 体験学習の推進 

地域の歴史や自然、文化などに直接触

れる郷土学習や福祉の心を育てるボラ

ンティア活動への参加などの体験学習

を推進する。 

継続 教育指導課 

(36) 
青少年リーダーの

養成 

小学生、中学生､高校生などを対象に､

宿泊訓練や野外活動等を通し､地域リ

ーダーの養成を図る。 

継続 文化振興課 

45 
クリーン作戦の実

施 

青少年対策地区委員会及びクリーンボ

ランティアを中心に行われる市内一斉

ごみ回収作業を通して、ボランティア

意識の高揚を図る。 

継続 
ごみ対策課 

子ども青少年課 

46 
夏の体験ボランテ

ィアの実施 

小学生からシニアまでを対象に、夏の

期間を利用して市内の福祉施設などに

おいての補助などを行い、社会福祉及

びボランティア活動についての意識の

高揚を図る。 

継続 協働推進課 
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⑷ 成人期の社会教育 

ア 社会人となる青年に対する学習機会の整備 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

47 

スポーツ･レクリエ

ーション事業の実

施 

市民の交流を促進するため、親しみや

すいスポーツ･レクリエーション事業

を推進する。 

継続 スポーツ振興課 

 

イ 今日的な課題の学習機会の創出 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

48 市民講座の実施 

市民の生活課題や今日的課題を取り上

げた学習内容に応えるための講座を開

催する。 

継続 文化振興課 

 

ウ 市民講座やフォーラムなどの充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(48) 市民講座の実施 

市民の生活課題や今日的課題を取り上

げた学習内容に応えるための講座を開

催する。 

継続 文化振興課 

49 講演会等の開催 

平和、環境、教育問題、男女共同参画

等をテーマとした各種講演会の開催に

努める。 

継続 関係各課 

50 芸術鑑賞の実施 
身近な場所で市民の芸術鑑賞の機会を

提供する。 
継続 文化振興課 

51 
大学等の公開講

座・共催講座の実施 

大学などの高等教育機関に市民講座の

開催を要請するとともに、連携して市

民講座を実施することを検討する。 

検討 文化振興課 

 

⑸ 高齢期の社会教育 

長年培った経験や知識が生かせる環境の整備 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

52 
シルバー教室の実

施 

高齢者が地域社会や家庭において生き

がいを目指した学習活動ができるよ

う、各種講座の開催に努める。 

継続 文化振興課 

53 指導者活動の支援 

学習活動で得た知識や習得した技術・

技能を地域活動に生かせる機会を提供

する。 

継続 文化振興課 
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２ 市民の交流を促す拠点づくり 

   ⑴ 既存施設の充実と有効活用 

ア 既存施設のネットワーク化 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

54 
公共施設予約シス

テムの運用 

公共施設の予約や生涯学習関連情報を

提供する公共施設予約システムを運用

する。 

継続 文化振興課 

 

イ 学校開放の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(41) 余裕教室の活用 

武蔵村山市余裕教室活用指針に基づ

き、余裕教室を放課後子供教室や学習

集会施設として活用する。 

継続 
教育指導課 

文化振興課 

(42) 
学校施設のスポー

ツ開放の実施 

小･中学校の体育館と校庭を社会体育

団体等に開放し､地域スポーツの振興

を図る。 

継続 スポーツ振興課 

55 遊び場開放の推進 
学校の校庭が子供たちの活動拠点とな

るよう遊び場開放を推進する。 
継続 スポーツ振興課 

 

ウ 身近な公共施設の整備･充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(34) 
学習施設･体育施設

の整備 

市民会館や図書館、学習等供用施設、

体育施設等が、市民にとって身近な学

習施設になるよう整備を図る。 

充実 

文化振興課 

スポーツ振興課 

図書館 

56 
図書館の広域的相

互利用の実施 

近隣市町と連携し、図書館の相互利用

を行う。 
充実 図書館 

57 
福祉関係施設の整

備 

福祉会館や老人福祉館、児童館、地区

児童館などの施設についての整備を図

る。 

継続 
福祉総務課 

子ども青少年課 

58 地区集会所の整備 
地域のコミュニティ振興の拠点として

の集会所の整備を図る。 
継続 協働推進課 

 

エ スポーツ･レクリエーション施設等の整備・充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(34) 
学習施設･体育施設

の整備 

市民会館や図書館、学習等供用施設、

体育施設等が、市民にとって身近な学

習施設になるよう整備を図る。 

充実 

文化振興課 

スポーツ振興課 

図書館 
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番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(39) 運動広場等の整備 

運動広場等、身近な場所でスポーツ･レ

クリエーションや遊び仲間と交流でき

る場所の整備を図る。 

充実 
環境課 

スポーツ振興課 

59 
屋外体験学習広場

の活用 

市民の屋外体験活動を推進するため、

屋外体験学習広場の維持管理に努め

る。 

継続 文化振興課 

 

オ 体験学習の場や機会の整備 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

60 狭山丘陵の活用 

狭山丘陵の自然を、健康づくりや観察

会などの学習活動に利用することによ

り、学習する機会の創出に努める。 

継続 文化振興課 

61 
高齢者喜び農園の

運営 

園芸を行う機会の少ない高齢者に対し

て、生きがいの充実や健康の維持のた

めの農園を提供する。 

継続 高齢福祉課 

62 
体験型市民農園の

整備 

土に親しむことの少ない市民の方々を

対象に、野菜作りなどを通した交流の

場を提供する。 

充実 産業観光課 

 

⑵ 狭山丘陵の保全と活用 

ア 教材としての地域の再発見 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

63 

狭山丘陵の動物･植

物の観察と研究の

実施 

狭山丘陵に生息する動植物の観察や研

究を幅広く行い、記録や保全の活動の

推進を図る。 

継続 文化振興課 

64 
歩け歩け大会の実

施 

自然環境あふれる狭山丘陵を利用した

健康づくりの推進を図る。 
継続 スポーツ振興課 

65 
地域に残る様々な

文化財の活用 

地域の歴史・民俗について再認識を促

すため、吉祥山遺跡や軽便鉄道跡等、

地域に残る各種文化財を活用した学習

機会を提供する。 

継続 文化振興課 

 

イ 保全･活用と学習活動の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

66 
歴史･文化財講座の

実施 

自然･歴史･民俗についての学習活動の

推進を図る。 
継続 文化振興課 
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⑶ 全市的拠点の整備 

（仮称）生涯学習センターの検討 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

67 
（仮称）生涯学習セ

ンターの整備 

中央公民館と中央図書館の機能を併せ

持つ（仮称）生涯学習センターの整備

を検討する。 

検討 

企画政策課 

文化振興課 

図書館 
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３ 社会参加への関心を育む学習の推進 

⑴ 団体･グループへの学習機会の提供 

「出前講座」の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

68 
出前講座「むさしむ

らやま塾」の実施 

市の施策や行政課題について、市民の

要望する日時に職員等が出向き、講座

を行う機会を提供する。 

継続 文化振興課 

 

⑵ 地域の生活を守るための学習 

ア 安全と防災・防犯のための学習の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

69 
夏期交通･防犯映画

会の実施 

小学校低学年を対象に、夏休み期間中

における事故防止の啓発に努める。 
継続 防災安全課 

70 防災組織等の育成 

いざという時には、自分たちのまちは

自分たちで守るということを基本に、

地域住民による自主防災組織等の育成

の推進を図る。 

継続 防災安全課 

71 

シルバー自転車シ

ミュレーターの活

用 

高齢者を対象として、実際の交通状況

を映像で再現するシルバー自転車シミ

ュレーターを活用して、自転車の安全

利用に対する安全意識の普及啓発を行

い、交通安全意識の高揚を図る。 

継続 防災安全課 

72 
スケアード・ストレ

イトの実施 

中学生を対象に、スタントマンによる

交通事故の実演を実際に見ることで、

交通事故の瞬間を疑似体験し、交通安

全意識の高揚を図る。 

継続 防災安全課 

73 

情報提供サービス

の実施（市政情報・

災害情報・犯罪情

報） 

電子メールアドレス登録者に対し、市

政情報等のメールを配信する。 
継続 

秘書広報課 

防災安全課 

74 
総合防災訓練の実

施 

関係機関との連携と地域住民の体験訓

練の実施をし、防災意識の高揚・啓発

を図る。 

継続 防災安全課 

75 防災写真展の実施 

消防団や自主防災組織が日頃から行っ

ている活動等の写真を展示することに

より、日頃の備えの大切さを再認識し、

防災意識の高揚を図る。 

継続 防災安全課 

76 
運転者講習会の実

施 

運転者を対象に運転ルールの見直しや

交通事故防止の啓発を図る。 
継続 防災安全課 
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イ 健康づくりのための学習の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(10) 
心身障害者・児スポ

ーツ教室の実施 

障害のある方や児童等の健康増進と交

流を促進するため、ニュースポーツを

通した教室の推進を図る。 

充実 スポーツ振興課 

(64) 
歩け歩け大会の実

施 

自然環境あふれる狭山丘陵を利用した

健康づくりの推進を図る。 
継続 スポーツ振興課 

77 
保健事業予定表の

発行 

幅広く市民の健康意識の高揚を図るた

め、健康に関する事業を掲載した保健

事業予定表を発行する。 

継続 健康推進課 

78 
保健指導・健康教室

の実施 

生活習慣病に対する予防･改善のため

の事業の推進を図る。 
継続 健康推進課 

79 訪問指導の実施 

訪問指導が必要と認められる者やその

家族を対象に、保健師等が家庭を訪問

し、健康で過ごすための相談等を実施

する。 

継続 
子ども子育て支

援課 

80 

高齢者の健康づく

りに関する事業の

実施 

健康教室等の開催により、高齢者の健

康づくりを推進する。 
継続 高齢福祉課 

81 
総合体育館自主事

業の実施 

いつでも、誰でも、気軽に参加でき健

康・体力づくりができる自主事業を実

施し、市民の健康増進を図る。 

継続 スポーツ振興課 

82 
みんなの体力チェ

ックの実施 

簡単な体力測定で体力年齢を測った

り、日常の健康についての相談などを

実施することにより、市民の健康維持

と体力向上を図る。 

継続 スポーツ振興課 

83 
ニュースポーツの

振興 

技術やルールが簡単で適度な運動量が

あり、レクリエーション性の高いスポ

ーツの普及を図る。 

継続 スポーツ振興課 

 

ウ 消費生活に関する学習の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

84 消費者意識の向上 
消費者講座、消費生活展等を開催する

ことにより消費者意識の向上を図る。 
継続 協働推進課 

85 
消費生活センター

の充実 

安全で豊かな消費生活のため、消費生

活センターの機能を充実し、消費者被

害の未然防止、対策の啓発に努める。 

充実 協働推進課 
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エ 環境に関する学習の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(45) 
クリーン作戦の実

施 

青少年対策地区委員会及びクリーンボ

ランティアを中心に行われる市内一斉

ごみ回収作業を通して、ボランティア

意識の高揚を図る。 

継続 
ごみ対策課 

子ども青少年課 

86 環境副読本の発行 

子供の頃から環境問題に理解を深めて

もらうため、小学校の４年生を対象と

し、環境副読本を発行する。 

継続 
環境課 

ごみ対策課 

87 
親子環境教室の実

施 

環境に関わる施設見学会を通して、親

子で学習する機会を提供する。 
継続 環境課 

88 
校庭芝生の活用及

び維持管理 

情操教育、環境教育、体力向上等の視

点から、芝生を有効に活用した教育活

動を推進する。また、各校で組織され

ているグリーンサポーターの協力のも

と、適切な維持管理に努める。 

継続 教育総務課 

89 
ごみ処理施設見学

会の実施 

ごみ処理の一連の流れを知るととも

に、ごみの分別及び減量についての動

機づけの一助とする。 

継続 ごみ対策課 

90 ごみ情報誌の発行 

廃棄物処理に係る取組や課題等につい

て、広く市民に周知するため、情報誌

を発行する。 

充実 ごみ対策課 

 

オ 職業能力向上へ向けた学習の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(51) 
大学等の公開講

座・共催講座の実施 

大学などの高等教育機関に市民講座の

開催を要請するとともに、連携して市

民講座を実施することを検討する。 

検討 文化振興課 

 

⑶ 共に生き、共に生活できる環境づくり 

ア コミュニティの振興 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(41) 余裕教室の活用 

武蔵村山市余裕教室活用指針に基づ

き、余裕教室を放課後子供教室や学習

集会施設として活用する。 

継続 
教育指導課 

文化振興課 

(61) 
高齢者喜び農園の

運営 

園芸を行う機会の少ない高齢者に対し

て、生きがいの充実や健康の維持のた

めの農園を提供する。 

継続 高齢福祉課 

(62) 
体験型市民農園の

整備 

土に親しむことの少ない市民の方々を

対象に、野菜作りなどを通した交流の

場を提供する。 

充実 産業観光課 
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番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

91 
イベントの開催支

援 

村山デエダラまつりや農業まつり、環

境フェスタ、生涯学習フェスティバル

など、市民が気楽に集まり参加できる

イベントの開催を支援する。 

継続 

産業観光課 

ごみ対策課 

文化振興課 

92 自治会活動の支援 
自治会活動に対する支援を行うことに

より、活動の活性化を図る。 
継続 協働推進課 

 

イ 高齢者・障害者の自立へ向けた学習の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(52) 
シルバー教室の実

施 

高齢者が地域社会や家庭において生き

がいを目指した学習活動ができるよ

う、各種講座の開催に努める。 

継続 文化振興課 

93 

老人クラブ･老人ク

ラブ連合会への支

援 

地域において自主的に組織し、社会奉

仕活動や健康を進める活動、生きがい

を高める活動等を行っている老人クラ

ブへの支援を行う。 

継続 高齢福祉課 

94 
障害者団体への支

援 

障害のある方の自立やコミュニケーシ

ョンを図る場として活動している団体

の運営を支援する。 

継続 障害福祉課 

95 
図書館資料の宅配

サービスの実施 

自宅で読書できる機会の提供のため、

来館が困難な方に図書等を宅配する。 
継続 図書館 

96 

高齢者・障害者のた

めの各種講座の開

催 

高齢者や障害のある方の日常生活をよ

り豊かにするために、各種講座及び講

習会の充実を図る。 

継続 
高齢福祉課 

障害福祉課 

 

ウ 人権・平和・男女共同参画に関する学習の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

97 
平和事業講演会･パ

ネル展の実施 

非核平和都市宣言の趣旨に沿い、平和

事業の実施を通して、平和に関する市

民意識の高揚を図る。 

継続 秘書広報課 

98 
平和に関する図書

の展示 

非核平和都市宣言に基づく事業とし

て、平和を願い、核問題や原爆に関す

る図書を展示する。 

継続 図書館 

99 
男女共同参画セン

ターの充実 

男女共同参画社会の実現に向けて、男

女共同参画推進拠点である男女共同参

画センターの充実を図る。 

充実 協働推進課 
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エ 国際理解に関する学習の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

100 

国際理解に対応し

たホームページづ

くり 

市のホームページにおいて観光情報や

生活情報など生活に密着した案内に

は、外国語ページを併設する。 

継続 秘書広報課 

101 
国際理解のための

事業の実施 

学校教育・社会教育の場において国際

理解のための事業を実施する。また、

市内に住む外国籍の方々との交流の機

会を創出することに努める。 

継続 

協働推進課 

教育指導課 

文化振興課 

102 
ホストタウン交流

事業 

東京２０２０オリンピック・パラリン

ピック競技大会終了後においても、引

き続き、モンゴル国ウランバートル市

ハンオール区との文化やスポーツ等を

通じた相互交流を進める。 

継続 企画政策課 

 

   ⑷ 郷土の学習と新しい文化の創造 

ア 地域の自然・歴史・民俗（伝統文化等）の学習の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(60) 狭山丘陵の活用 

狭山丘陵の自然を、健康づくりや観察

会などの学習活動に利用することによ

り、学習する機会の創出に努める。 

継続 文化振興課 

(66) 
歴史･文化財講座の

実施 

自然･歴史･民俗についての学習活動の

推進を図る。 
継続 文化振興課 

103 
文化財の調査･研究

の実施 

市内に残る文化財の調査･研究を行い、

記録や保存活動を実施する。 
継続 文化振興課 

104 
伝統文化や文化財

保護意識の高揚 

観光まちづくり協会と協力し、伝統文

化の学習や保存、継承等を図る。また、

資料館資料の充実や各種の文化財講座

をとおして、保護意識の高揚を図る。 

継続 
産業観光課 

文化振興課 

105 
歴史散策コースの

設定･維持管理 

健康づくりと地域の文化財学習を兼ね

る歴史散策コースの利用促進のため、

コースの設定や維持管理に努める。 

継続 文化振興課 

106 
ガイドボランティ

アの養成 

資料館の資料の説明や市内の文化財や

史跡の説明などができるガイドボラン

ティアの養成を検討する。 

検討 文化振興課 

107 
歴史民俗資料館の

整備 

利用者や見学者の安全と学習環境の向

上を図るため、歴史民俗資料館及び分

館の整備・充実に努める。 

充実 文化振興課 
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イ 文化･芸術活動の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

108 
市民会館事業の実

施 

芸術文化にふれ、鑑賞する機会を充実

するための事業を展開する。 
継続 文化振興課 

109 文化団体への支援 
各種文化団体が自主的に組織している

文化協会への支援を行う。 
継続 文化振興課 

110 
市民文化祭への助

成 

文化協会が実行委員会を組織して行う

市民文化祭に対し、文化活動の振興の

ための助成を行う。 

継続 文化振興課 

 

ウ 地域づくりの推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

111 
村山デエダラまつ

りの開催支援 

活力にあふれたにぎわいのあるまつり

を目指して、実行委員会が開催する村

山デエダラまつりの支援に努める。 

継続 産業観光課 

112 
新たな観光資源の

創出 

「村山温泉かたくりの湯」など武蔵村

山市における観光施策を検討し、地域

の観光振興の推進を図る。 

継続 産業観光課 

113 
自主グループ･団体

への支援 

自主グループや団体が自主的に行うま

つりやイベントなどの活動の支援に努

める。 

継続 文化振興課 

114 
太鼓･もちつき用具

の貸出し 

社会教育団体が行う行事を支援するた

め、太鼓及びもちつき用具の貸出しを

行う。 

継続 文化振興課 

 

⑸ ボランティア活動の推進 

ア 指導者･ボランティアの育成 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(36) 
青少年リーダーの

養成 

小学生、中学生､高校生などを対象に､

宿泊訓練や野外活動等を通し､地域リ

ーダーの養成を図る。 

継続 文化振興課 

115 
おはなしの会ボラ

ンティアの養成 

おはなしの会のためのボランティアを

養成する講座を開催し、ボランティア

の養成を図る。 

継続 図書館 

116 
各種ボランティア

の育成 

福祉や防災、環境、国際交流、生涯学

習などの各種ボランティアの育成に努

める。 

継続 関係各課 

117 

ボランティア人材

パートナーズ制度

の推進 

地域における市民活動の促進及び協働

のまちづくりを推進するため、知識や

経験、技能等を有する人材を登録・紹

介するボランティア人材パートナーズ

制度の推進に努める。 

継続 協働推進課 
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番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

118 
公園・緑地等ボラン

ティア制度の運営 

公園の利用及び地域コミュニティの活

性化を図るため、市が管理する公園や

緑地等の維持管理を市民との協働によ

り実施する。 

継続 環境課 

119 
援農ボランティア

制度の運営 

農業従事者の不足等による農地減少の

抑制を図ることを目的として、援農ボ

ランティアを活用する。 

継続 産業観光課 

120 
指導者の育成と人

材の活用 

生涯学習の一層の推進を図るため、指

導者及びボランティアの育成と活用を

図る。 

継続 文化振興課 

 

イ ボランティア・市民活動センター「ほほえみ」の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

121 

ボランティア・市民

活動センター「ほほ

えみ」の充実 

ボランティア活動を推進するため、福

祉や防災、環境、国際交流、生涯学習

などのボランティア活動の拠点となる

ボランティア・市民活動センター「ほ

ほえみ」の充実を図る。 

充実 協働推進課 
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４ 市民をつなぐネットワーク形成の支援 

   ⑴ 交流機会の充実 

ア 交流機会の提供 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(61) 
高齢者喜び農園の

運営 

園芸を行う機会の少ない高齢者に対し

て、生きがいの充実や健康の維持のた

めの農園を提供する。 

継続 高齢福祉課 

(62) 
体験型市民農園の

整備 

土に親しむことの少ない市民の方々を

対象に、野菜作りなどを通した交流の

場を提供する。 

充実 産業観光課 

(111) 
村山デエダラまつ

りの開催支援 

活力にあふれたにぎわいのあるまつり

を目指して、実行委員会が開催する村

山デエダラまつりの支援に努める。 

継続 産業観光課 

122 
生涯学習フェステ

ィバルの開催支援 

学習の成果を発表する場としてのフェ

スティバルの開催を支援する。 
継続 文化振興課 

 

イ 姉妹都市等との交流 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(102) 
ホストタウン交流

事業 

東京２０２０オリンピック・パラリン

ピック競技大会終了後においても、引

き続き、モンゴル国ウランバートル市

ハンオール区との文化やスポーツ等を

通じた相互交流を進める。 

継続 企画政策課 

123 
姉妹都市「長野県栄

村」との交流 

姉妹都市「長野県栄村」との交流を推

進する。 
継続 関係各課 

124 

姉妹都市宿泊施設

利用者補助制度の

実施 

保養や健康増進とともに、姉妹都市栄

村民との交流促進を図る。 
継続 市民課 

 

⑵ スポーツ･レクリエーションの振興 

ア 総合型地域スポーツクラブ（よってかっしぇクラブ）の運営支援 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

125 

総合型地域スポー

ツクラブ（よってか

っしぇクラブ）の運

営支援 

誰もが、いつでも、どこでも、いつま

でも各自の興味･目的に応じてスポー

ツに親しめるようなスポーツ社会を実

現するため、地域スポーツクラブ（よ

ってかっしぇクラブ）の運営支援を図

る。 

継続 スポーツ振興課 
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イ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(43) 
少年少女スポーツ

大会の実施 

野球、サッカー、ドッジボール、相撲

など小学生を対象に行っている各種ス

ポーツ大会の推進を図る。 

継続 スポーツ振興課 

(81) 
総合体育館自主事

業の実施 

いつでも、誰でも、気軽に参加でき健

康・体力づくりができる自主事業を実

施し、市民の健康増進を図る。 

継続 スポーツ振興課 

126 
スポーツ指導者の

養成 

総合型地域スポーツクラブ（よってか

っしぇクラブ）を効果的に推進するた

め、ニーズに対応した質の高いスポー

ツ指導者の養成･確保に努める。 

継続 スポーツ振興課 

127 
地区ふれあいスポ

レク大会の実施 

誰もが参加できる地区ふれあいスポレ

ク大会を通じて、相互の融和と親睦を

深め、市民の健康及び体力の向上を図

る。 

継続 スポーツ振興課 

128 
市民総合体育大会

の開催支援 

体育協会が主催する市民総合体育大会

を支援する。 
継続 スポーツ振興課 

129 プールの開設 

水泳を通したスポーツ・レクリエーシ

ョンを推進するため、夏休みを中心に

市営プールを開設する。 

継続 スポーツ振興課 

130 
スポーツ都市宣言

記念事業の実施 

毎年１０月第１日曜日にスポーツ都市

宣言記念事業を実施し、市民がスポー

ツに親しむ機会の提供に努める。 

スポーツを通じて市民が豊かで健康的

な生活を営むことにより、にぎわいと

活力のまちづくりを推進していく。 

継続 スポーツ振興課 

 

ウ 団体育成･指導者育成 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(40) 
スポーツ少年団へ

の支援 

青少年の健全育成を目的としたスポー

ツ少年団の普及・促進のための活動を

支援するほか指導者の育成を図る。 

継続 スポーツ振興課 

131 体育団体への支援 
市内の体育団体が自主的に組織してい

る体育協会への支援を行う。 
継続 スポーツ振興課 

132 

スポーツ推進委員･

スポーツ協力員の

育成 

地域スポーツを幅広く推進するための

組織を育成し、指導者としての育成を

図る。 

継続 スポーツ振興課 
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⑶ グループ･団体間の交流支援 

ア 学習グループ･指導者の紹介 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(117) 

ボランティア人材

パートナーズ制度

の推進 

地域における市民活動の促進及び協働

のまちづくりを推進するため、知識や

経験、技能等を有する人材を登録・紹

介するボランティア人材パートナーズ

制度の推進に努める。 

継続 協働推進課 

133 
学習グループの紹

介支援 

活動している団体やグループ相互の交

流を促進するため支援を図る。 
継続 文化振興課 

134 
社会教育関係団体

の育成 

文化協会や体育協会など社会教育関係

団体との連絡を密にし､指導者の育成

を図る｡ 

継続 文化振興課 

 

イ 市民参画や市民協働によるイベントの開催支援 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(110) 
市民文化祭への助

成 

文化協会が実行委員会を組織して行う

市民文化祭に対し、文化活動の振興の

ための助成を行う。 

継続 文化振興課 

(122) 
生涯学習フェステ

ィバルの開催支援 

学習の成果を発表する場としてのフェ

スティバルの開催を支援する。 
継続 文化振興課 

(127) 
地区ふれあいスポ

レク大会の実施 

誰もが参加できる地区ふれあいスポレ

ク大会を通じて、相互の融和と親睦を

深め、市民の健康及び体力の向上を図

る。 

継続 スポーツ振興課 

 

   ⑷ 世代間交流の促進 

ア 児童･生徒と地域の接点づくり 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(26) 
教育ボランティア

の活用 

教育活動に地域の人材を活用し､地域

に根ざした教育や､世代間交流を図る

一助とする。 

継続 教育指導課 

(38) 
青少年対策地区委

員会への支援 

青少年対策地区委員会への支援を図

る。 
継続 子ども青少年課 

 

イ 世代を超えた交流の仕組みづくり 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(122) 
生涯学習フェステ

ィバルの開催支援 

学習の成果を発表する場としてのフェ

スティバルの開催を支援する。 
継続 文化振興課 
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番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(127) 
地区ふれあいスポ

レク大会の実施 

誰もが参加できる地区ふれあいスポレ

ク大会を通じて、相互の融和と親睦を

深め、市民の健康及び体力の向上を図

る。 

継続 スポーツ振興課 

135 
各種スポーツ大会

の実施 

駅伝競走大会やグラウンドゴルフ大

会、歩け歩け大会等、各種スポーツ大

会を実施する。 

継続 スポーツ振興課 

 

    ウ 世代間交流事業の実施 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

136 

少年・古希軟式野球

チーム親善試合の

実施 

少年野球選抜チームと７０歳以上で構

成される古希野球チームの親善試合を

行い、世代間交流や軟式野球の普及発

展を図る。 

継続 スポーツ振興課 

 

   ⑸ 市民団体等への支援と連携 

市民団体等への支援と連携 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

137 

学校週５日制対応

事業を実施する団

体への支援 

学校週５日制対応事業を行う団体等に

対して支援し、及び連携を図ることに

より、子供たちの土曜日の有効活用を

図る。 

継続 文化振興課 

138 
協働事業提案制度

の実施 

市民の主体的な意欲を地域課題の解決

に生かし、協働により地域を支え合う

仕組みづくりを促進するため、市民活

動団体と市が協働で事業を実施する協

働事業提案制度を実施する。 

継続 協働推進課 
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５ 生涯学習情報提供･相談体制の整備 

   ⑴ 情報システムの運用 

公共施設予約システムの活用 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(54) 
公共施設予約シス

テムの運用 

公共施設の予約や生涯学習関連情報を

提供する公共施設予約システムを運用

する。 

継続 文化振興課 

 

   ⑵ 広報紙（誌）等を活用した多様な情報の提供 

情報媒体の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(73) 

情報提供サービス

の実施（市政情報・

災害情報・犯罪情

報） 

電子メールアドレス登録者に対し、市

政情報等のメールを配信する。 
継続 

秘書広報課 

防災安全課 

139 
市報むさしむらや

まの発行 

市政の動きや市の目指す方向等の市政

情報や、市民の方々にとって必要な生

活情報等の発信を迅速かつ的確に行う

とともに、市民相互の交流やコミュニ

ティの育成に役立つ情報の提供に努め

る。 

継続 秘書広報課 

140 
武蔵村山市ホーム

ページの充実 

市の概要や歴史、行政情報、イベント

情報等広く市をＰＲするとともに、市

民生活に必要な情報を提供し、ホーム

ページの充実を図る。 

充実 秘書広報課 

141 
教育委員会・学校ホ

ームページの充実 

市の教育分野における情報や各学校の

教育活動の取組など様々な情報を広く

外部へ公開するとともに、情報の充実

を図る。 

充実 教育総務課 

142 
武蔵村山市議会だ

よりの発行 

議会での質疑内容や決定事項につい

て、広く市民に周知する。 
継続 議会事務局 

143 
教育むさしむらや

まの発行 

教育委員会の事業や施策、市立学校の

事業や取組などについて広く市民に周

知する。 

継続 教育総務課 

144 
武蔵村山くらしの

便利帳の発行 

市の様々なサービスや窓口、施設の利

用方法など市民生活に必要な情報をま

とめ、発行する。 

継続 秘書広報課 
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   ⑶ 生涯学習情報の集約 

市民情報ネットワークの運用 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(54) 
公共施設予約シス

テムの運用 

公共施設の予約や生涯学習関連情報を

提供する公共施設予約システムを運用

する。 

継続 文化振興課 

(90) ごみ情報誌の発行 

廃棄物処理に係る取組や課題等につい

て、広く市民に周知するため、情報誌

を発行する。 

充実 ごみ対策課 

145 
サークル・団体情報

の提供 

市ホームページにサークル・団体情報

を掲載し、グループづくりや活動ＰＲ

を支援する。 

継続 文化振興課 

 

   ⑷ 学習相談体制の整備 

生涯学習に関する相談の充実 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

(19) 教育相談等の実施 

集団不適応や不登校など教育問題につ

いての相談や、障害のある児童・生徒

の就学相談などを実施する。 

継続 教育指導課 

(85) 
消費生活センター

の充実 

安全で豊かな消費生活のため、消費生

活センターの機能を充実し、消費者被

害の未然防止、対策の啓発に努める。 

充実 協働推進課 

(121) 

ボランティア・市民

活動センター「ほほ

えみ」の充実 

ボランティア活動を推進するため、福

祉や防災、環境、国際交流、生涯学習

などのボランティア活動の拠点となる

ボランティア・市民活動センター「ほ

ほえみ」の充実を図る。 

充実 協働推進課 

146 
生涯学習相談の充

実 

公民館事業や施設の利用情報及び団体

に関わる情報の充実を図る。また、社

会教育ボランティアについての相談の

充実を図る。 

充実 文化振興課 

147 
健康・栄養相談の充

実 

生活習慣病など、健康や栄養に関する

相談の充実を図る。 
充実 健康推進課 

148 
レファレンスサー

ビスの充実 

市民の希望する図書資料を的確に提供

できるよう、資料の充実やレファレン

ス技術研修等を実施する。 

充実 図書館 

149 
市政情報コーナー

の充実 

市民の行政に対する理解を深めるた

め、行政資料の閲覧や各種資料の提供

を推進する。 

充実 秘書広報課 
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６ 生涯学習推進体制 

   ⑴ 庁内推進組織 

ア 生涯学習推進本部 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

150 生涯学習推進本部 

生涯学習を総合的に推進するため、生

涯学習推進計画の策定など生涯学習に

係る総合調整を行う。 

継続 文化振興課 

 
イ 生涯学習推進本部庁内推進検討会 

番 号 施策・推進事業名 内 容 ・ 推 進 の 方 向 性 推進方向 所 管 

151 
生涯学習推進本部

庁内推進検討会 

生涯学習推進計画の策定及び生涯学習

に関する調査･研究を行う。 
継続 文化振興課 

 

⑵ 市民参加による推進組織 

生涯学習推進会議 

番 号 施策・推進事業名 内容・推進の方向性 推進方向 所 管 

152 生涯学習推進会議 
市民の意見･要望を反映した生涯学習

を推進する。 
継続 文化振興課 

 

⑶ 各種機関との連携体制 

他の自治体や教育機関との連携 

番 号 施策・推進事業名 内容・推進の方向性 推進方向 所 管 

153 

都･区市町村生涯学

習連絡協議会への

参加 

東京都が中心となって開催している協

議会に参加し、情報収集に努める。 
継続 文化振興課 

154 
各種委員会との相

互交流の実施 

生涯学習推進会議を中心とした生涯学

習関連の各種委員会との相互交流を図

る。 

継続 文化振興課 

155 
高等教育機関との

連携 

大学や高校、各種学校などで行ってい

る事業の情報提供や公開講座、施設開

放の要請など、連携に努める。 

充実 文化振興課 
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第５章 計画の進行管理 

  本計画を実行性のあるものとして推進するため、所管課による推進事業の自

己評価の後、生涯学習推進会議等において点検及び評価を行い、必要に応じて

生涯学習推進本部で計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

計画の見直し                           計画の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果の公表                          事業の実施 

 

 

 計画   

〇 生涯学習推進本部による計画策定  

 実行   

〇 所管課による推進事業の実施  

 評価   

〇 所管課による自己評価 

〇 生涯学習推進会議等による 

点検評価 

 改善   

〇 評価結果を踏まえ、 

必要に応じて見直しを行う 



 

 

 

参 考 資 料 
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１ 生涯学習関連施設一覧 
●行政 

名   称 所 在 地 電   話 

武蔵村山市役所 
本町一丁目１－１ ５６５－１１１１(代表) 

教育委員会 

緑が丘出張所 緑が丘１４６０－１１０４ ５６４－１２３４ 

情報館「えのき」 榎一丁目１－３ ５０５－８５４４ 

市民総合センター 学園四丁目５－１ 

 

 

 

高齢福祉課 ５９０－１２３３ 

障害福祉課 ５９０－１１８５ 

障害者地域自立支援センター ５９０－１５０１ 

身体障害者福祉センター ５９０－１２７０ 

社会福祉協議会 ５６６－００６１ 

高齢者在宅サービスセンター ５９０－１４４０ 

訪問看護ステーション ５９０－１３９９ 

ファミリー・サポート・センタ

ー 
５９０－１１５２ 

子ども家庭支援センター ５９０－１１５２ 

子育て世代包括支援センター 

「ハグはぐ・むらやま」 
５６４－５４２１ 

ボランティア・市民活動センタ

ー「ほほえみ」 
５９０－１４３０ 

教育センター事務室 ５９０－１４８０ 

教育相談室 
５９０－１４７０ 

０１２０－９１０－５４８ 

適応指導教室 ５９０－１２５３ 

緑が丘高齢者サービスセンター 緑が丘１４６０－１１０３ ５９０－５１５１ 

緑が丘ふれあいセンター 

緑が丘コミュニティセンター、男

女共同参画センター「ゆーあい」 

緑が丘１４６０－１１１１ ５９０－０７５５ 

●市民会館・公民館・地区会館 

名   称 所 在 地 電   話 

さくらホール（市民会館） 本町一丁目１７－１ ５６５－０２２６ 

公民館 大南二丁目７８－１ ５６２－４４８１ 

公民館中久保分館 本町二丁目７７－１ 
５６５－１１１１ 

（文化振興課） 

公民館さいかち分館 緑が丘１４６０－１１３３ ５６５－１７７５ 

雷塚地区会館 学園四丁目４ ５６４－２２９８ 

中藤地区会館 中藤三丁目１６ ５６５－０１１３ 



- 62 - 
 

中部地区会館（市役所内） 本町一丁目１－１ 
５６５－１１１１ 

（教育総務課） 

三ツ木地区会館 三ツ木二丁目３９－２ ５６０－３３０２ 

大南地区会館 大南五丁目１－６９ ５６２－３２４１ 

残堀・伊奈平地区会館 残堀一丁目６０－３ ５６０－０７７１ 

●総合体育館・体育施設 

名   称 所 在 地 電   話 

総合体育館 岸三丁目４５－６ 

５２０－００８２ 

（総合体育館） 

雷塚公園（野球場、庭球場） 学園四丁目４ 

大南公園（野球場、庭球場） 緑が丘２５４２ 

野山北公園（プール、運動場） 本町五丁目３１－１ 

総合運動場（第一） 岸五丁目３１－７ 

総合運動場（第二） 岸五丁目３１－７ 

総合運動場（第三） 岸三丁目４５－６ 

三ツ木庭球場 三ツ木一丁目２０－９ 

三ツ木地域運動場 三ツ木一丁目１５－２ 

５６５－１１１１ 

（環境課） 
原山地域運動場 中央二丁目８５－１ 

残堀・伊奈平地域運動場 残堀四丁目２１－１ 

●歴史民俗資料館 

名   称 所 在 地 電   話 

歴史民俗資料館 本町五丁目２１－１ ５６０－６６２０ 

歴史民俗資料館分館 大南三丁目５－７ ５６６－３９７７ 

●図書館・地区図書館 

名   称 所 在 地 電   話 

雷塚図書館 学園四丁目４ ５６４－１２８４ 

中久保図書館 本町二丁目７７－１ ５６９－１５０１ 

中藤地区図書館 中藤三丁目１６ ５６５－０１１２ 

三ツ木地区図書館 三ツ木二丁目３９－２ ５６０－３３０１ 

大南地区図書館 大南五丁目１－６９ ５６２－３２４３ 

残堀・伊奈平地区図書館 残堀一丁目６０－３ ５６０－０１７１ 

●体験学習施設 

名   称 所 在 地 電   話 

屋外体験学習広場 三ツ木四丁目１５－１ 
５６５－１１１１ 

（文化振興課） 
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●児童館・地区児童館・学童クラブ 

名   称 所 在 地 電   話 

お伊勢の森児童館 中央二丁目１１７－１ ５６４－５５９４ 

山王森児童館 
三ツ藤三丁目６－１０ ５６０－３０３７ 

山王森学童クラブ 

さいかち児童館 
緑が丘１４６０－１１３３ ５６５－０７５８ 

さいかち学童クラブ 

中藤地区児童館 
中藤三丁目１６ ５６５－０１１１ 

中藤学童クラブ 

大南地区児童館 
大南五丁目１－６９ ５６２－３２４２ 

大南学童クラブ 

残堀・伊奈平地区児童館 

残堀一丁目６０－３ ５６０－０７７０ 残堀・伊奈平学童クラブ 

第一・第二 

雷塚学童クラブ 
学園四丁目６－２ 

（雷塚小学校敷地内） 
５６４－１６６６ 

西大南学童クラブ第一・第二 

大南二丁目７８－１ 

（小中一貫校大南学園 

第七小学校内） 

５６２－８７６１ 

三ツ木学童クラブ 
三ツ木二丁目１２－２ 

（第二小学校内） 
５６０－５１９８ 

中原学童クラブ 
残堀五丁目１００－１ 

（第十小学校内） 
５６０－０８０３ 

学園学童クラブ 
学園一丁目１－８５－１ 

（第九小学校内） 
５６７－０５０８ 

本町学童クラブ 
本町一丁目１－１１ 

（第一小学校内） 
５６１－７９０５ 

●福祉会館・福祉園 

名   称 所 在 地 電   話 

福祉会館 中央二丁目１１７－１ ５６３－３８２５ 

第一老人福祉館 
緑が丘１４６０－１１１１ 

(緑が丘ふれあいセンター内) 
５９０－０７５５ 

第二老人福祉館 残堀二丁目２２－１ ５６０－３６２１ 

第三老人福祉館 本町四丁目４０－１ ５６０－９５５１ 

第四老人福祉館 岸三丁目４７－７ ５６０－５００６ 

第五老人福祉館 神明二丁目７ ５６７－０８８３ 

さいかち老人福祉館 緑が丘１４６０－１１３３ ５６３－８０８０ 

のぞみ福祉園 本町五丁目２２－１ ５６０－６０１１ 

●保健相談センター 

名   称 所 在 地 電   話 

保健相談センター 本町一丁目２３ ５６５－９３１５ 



- 64 - 
 

●学校給食センター 

名   称 所 在 地 電   話 

学校給食センター 本町六丁目１－１ ５６０－２５９７ 

●地区集会所 

名   称 所 在 地 電   話 

上水台地区集会所 大南四丁目１３－２ 

５６５－１１１１ 

（文化振興課） 

 

新海道地区集会所 榎二丁目７７－９ 

西大南地区集会所 大南一丁目４５－９７ 

中原地区集会所 中原二丁目２５－６ 

大南公園地区集会所 緑が丘２５４２ 

学園地区集会所 学園四丁目３－１０ 

新大南地区集会所 大南一丁目１２１－３６ 

湖南地区集会所 大南五丁目１－１１９ 

さいかち公園地区集会所 学園四丁目５－２ 

●小学校・中学校 

名   称 所 在 地 電   話 

第一小学校 本町一丁目１－１１ ５６１－１７５１ 

第二小学校 三ツ木二丁目１２－２ ５６０－１７５２ 

第三小学校 中藤一丁目３６－１ ５６１－１７５３ 

第八小学校 三ツ藤二丁目５０－１ ５６０－７１５１ 

第九小学校 学園一丁目８５－１ ５６４－１３５９ 

第十小学校 残堀五丁目１００－１ ５６０－１７１０ 

雷塚小学校 学園四丁目６－１ ５６１－１７７５ 

小中一貫校村山学園 

（第四小学校・第二中学校） 
緑が丘１４６０ ５６１－１７６２ 

小中一貫校大南学園第七小学校 大南二丁目７８－１ ５６４－１２８６ 

小中一貫校大南学園第四中学校 大南二丁目７９－１ ５６４－４３４１ 

第一中学校 本町二丁目７６－１ ５６０－１７６１ 

第三中学校 神明四丁目１１７－１ ５６４－３００１ 

第五中学校 残堀五丁目５５ ５６０－３１５５ 

●高等学校・大学ほか 

名   称 所 在 地 電   話 

都立武蔵村山高等学校 中原一丁目７－１ ５６０－１２７１ 

都立上水高等学校 大南四丁目６２－１ ５９０－４５８０ 

拓殖大学第一高等学校 大南四丁目６４－５ ５９０－３３１１ 

都立村山特別支援学校 学園四丁目８ ５６４－２７８１ 
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東京経済大学村山校舎 学園五丁目２２－１ ５６１－３７１１ 

●保育所 

名   称 所 在 地 電   話 

市立つみき保育園 学園三丁目１２－１ ５６３－３８４２ 

聖光三ツ藤保育園 三ツ藤三丁目３６－１０ ５６０－３５６４ 

れんげ武蔵保育園 緑が丘１７３２－１ ５６１－３９５９ 

聖光緑が丘保育園 緑が丘１６１０－１ ５６４－３９６５ 

村山中藤保育園「櫻」 中央一丁目２８－１ ５６２－３１４１ 

村山中藤保育園「白樺」 残堀四丁目９０－１ ５２０－７１５１ 

育成会ひまわり保育園 大南三丁目９４－１ ５６４－３５４４ 

あゆみ保育園 中央二丁目５３－３ ５６４－９７６６ 

きし保育園 岸一丁目５－１１ ５６０－９９２２ 

みらい保育園 大南一丁目８－１ ５６２－３２３２ 

育成会めぐみ保育園 大南一丁目３３－３ ５６５－３７６５ 

まどか保育園 本町三丁目４０－３ ５６０－１８５５ 

まどか保育園分園 残堀一丁目４８－３ ５２０－６８５３ 

つむぎ保育園 伊奈平五丁目６６ ５６０－００８８ 

●幼稚園 

名   称 所 在 地 電   話 

むらやま幼稚園 大南一丁目２５ ５６１－１３５１ 

東京多摩幼稚園 緑が丘１８３４ ５６２－５５８８ 

村山いずみ幼稚園 三ツ木三丁目４５－１ ５６０－４４３２ 

武蔵みどり幼稚園 大南三丁目９０－５ ５６４－９２４５ 

●生活関連施設 

名   称 所 在 地 電   話 

湖南衛生組合 大南五丁目１ ５６１－１５５１ 

村山温泉「かたくりの湯」 本町五丁目２９－１ ５２０－１０２６ 

●都立公園関係 

名   称 所 在 地 電   話 

里山体験施設（里山民家） 岸二丁目３２ ５３１－２３３０ 

野山北・六道山公園 

（遊びの森、冒険の森） 
本町五丁目３１ 

５３１－２３２５ 

野山北・六道山公園管理所 三ツ木四丁目２ 
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２ 武蔵村山市生涯学習推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 武蔵村山市における生涯学習の推進のための基本方針及び推進計画を策定し、並びに生涯

学習に係る施策を総合的かつ効果的に推進するため、武蔵村山市生涯学習推進本部（以下「推進

本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 生涯学習の推進のための基本方針及び推進計画の策定に関すること。 

⑵ 生涯学習に係る施策の総合調整に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長２人及び本部員９人をもって組織する。 

２ 本部長は、市長とする。 

３ 副本部長は、副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。 

４ 本部員は、企画財政部長、総務部長、市民部長、協働推進部長、健康福祉部長、子ども家庭部

長、都市整備部長、教育部長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、推進本部の事務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

３ 前項の規定により本部長の職務を代理する副本部長の順序は、あらかじめ本部長が指定するも

のとする。 

（推進本部の会議） 

第５条 推進本部の会議（以下この条において「会議」という。）は、必要に応じ、本部長が招集す

る。 

２ 本部長は、会議の議長となり、会議を運営する。 

３ 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させ、説明を求め、又は

意見を聴くことができる。 

（庁内推進検討会の設置） 

第６条 生涯学習推進計画の策定及び生涯学習の推進に関して必要な事項を調査、研究させるため、

推進本部に、庁内推進検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

（検討会の組織） 

第７条 検討会は、座長、副座長１人及び委員１４人をもって組織する。 

２ 座長は、企画財政部企画政策課長の職にある者をもって充てる。 

３ 副座長は、総務部総務契約課長の職にある者をもって充てる。 
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４ 委員は、総務部防災安全課長、市民部保険年金課長、同部課税課長、協働推進部協働推進課長、

同部産業観光課長、同部環境課長、健康福祉部福祉総務課長、同部健康推進課長、子ども家庭部

子ども青少年課、都市整備部都市計画課長、同部道路下水道課長、教育部教育総務課長、同部ス

ポーツ振興課長及び同部図書館長の職にある者をもって充てる。 

５ 検討会に、必要に応じ、生涯学習の推進に関して必要な事項の情報収集及び生涯学習の事業の

企画立案をするための組織を置くことができる。 

（座長及び副座長） 

第８条 座長は、検討会の会務を総理する。 

２ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（検討会の会議） 

第９条 検討会の会議（以下この条において「会議」という。）は、必要に応じ、座長が招集する。 

２ 座長は、会議の議長となり、会議を運営する。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見

を聴くことができる。 

（庶務） 

第１０条 推進本部及び検討会の庶務は、教育部文化振興課において処理する。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２０日訓令（甲）第２号） 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年９月３０日訓令（甲）第２１号） 

この要綱は、平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３１日訓令（甲）第１６号） 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月７日訓令（甲）第１４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年９月３０日訓令（甲）第１３号） 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。ただし、第３条第４項の改正規定は、公布の

日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２９日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年５月２９日訓令（甲）第６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年９月３日訓令（甲）第１０号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２６年３月３１日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日訓令（甲）第１０号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則（令和２年３月３１日訓令（甲）第７号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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３ 武蔵村山市生涯学習推進会議設置要綱 

（設置） 

第１条 武蔵村山市における生涯学習の推進に関し必要な事項を調査研究するため、武蔵村山市生

涯学習推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、本部長（武蔵村山市生涯学習推進本部設置要綱（平成１２年武蔵村山市訓令

（甲）第９号）第３条第１項の本部長をいう。以下同じ。）の求めに応じ、生涯学習の推進に関

し必要な事項を調査研究する。 

（組織） 

第３条 推進会議は、次に掲げるところにより本部長が委嘱する１０人をもって組織する。 

⑴ 生涯学習について識見を有する者 ８人 

⑵ 公募による市民 ２人 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を

妨げない。 

（議長及び副議長） 

第５条 推進会議に、議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長は、委員の互選による。 

３ 議長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 推進会議は、議長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（意見の聴取） 

第７条 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は

意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 推進会議の庶務は、教育部文化振興課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月３１日訓令（乙）第２６号） 
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 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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４ 武蔵村山市生涯学習推進本部員名簿 

（敬称略） 

区分 氏   名 職   名 備   考 

本部長 藤 野   勝 市長 ～令和３年２月３日 

副本部長 山 﨑 泰 大 副市長 ～令和３年２月２６日 

副本部長 池 谷 光 二 教育長  

本部員 神 山 幸 男 企画財政部長  

本部員 石 川 浩 喜 総務部長  

本部員 室 賀 和 之 市民部長  

本部員 藤 本 昭 彦 協働推進部長  

本部員 鈴 木 義 雄 健康福祉部長  

本部員 乙 幡 康 司 子ども家庭部長  

本部員 竹 市 基 治 都市整備部長  

本部員 神 子 武 己 教育部長  

本部員 小 林   真 議会事務局長  
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５ 武蔵村山市生涯学習推進本部庁内推進検討会委員名簿 

（敬称略） 

区分 氏   名 職   名 

座長 増 田 宗 之 企画財政部企画政策課長 

副座長 雨 宮 則 和 総務部総務契約課長 

委員 石 川   篤 総務部防災安全課長 

委員 松 下 君 江 市民部保険年金課長 

委員 指 田 政 明 市民部課税課長 

委員 湊   祥 子 協働推進部協働推進課長 

委員 中 村 顕 治 協働推進部産業観光課長 

委員 北 條 浩 之 協働推進部環境課長 

委員 小 延 明 子 健康福祉部福祉総務課長 

委員 川 口   渉 健康福祉部健康推進課長 

委員 佐 藤 哲 郎 子ども家庭部子ども青少年課長 

委員 篠 田 光 宏 都市整備部都市計画課長 

委員 田 村 崇 寛 都市整備部道路下水道課長 

委員 井 上 幸 三 教育部教育総務課長 

委員 西 原   陽 教育部スポーツ振興課長 

委員 三 條 博 美 教育部図書館長 
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６ 武蔵村山市生涯学習推進会議委員名簿 

（敬称略） 

区分 氏   名 備   考 

議長 河原塚 達 樹 生涯学習について識見を有する者 

副議長 鴻 田 臣 代 生涯学習について識見を有する者 

委員 加 藤 悦 孝 生涯学習について識見を有する者 

委員 髙 橋 幸 子 生涯学習について識見を有する者 

委員 長 潟 謙 彰 生涯学習について識見を有する者 

委員 中 澤 捷 雄 生涯学習について識見を有する者 

委員 中 里 行 利 生涯学習について識見を有する者 

委員 若 林 秀 男 生涯学習について識見を有する者 

委員 川 島 美弥子 公募委員 

委員 奥 住 明 子 公募委員 
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７ 武蔵村山市第五次生涯学習推進計画策定経過等 

 

日程 事項 

令和２年６月９日 
令和２年度第 1 回生涯学習推進会議開催（書面） 

 議題 1 生涯学習推進会議議長の選出について 

 議題 2 生涯学習推進会議副議長の選出について 

 議題 3 第五次生涯学習計画策定について 

令和２年８月４日 令和２年度第２回生涯学習推進会議開催（書面） 

 議題 第五次生涯学習推進計画の策定について 

令和２年９月２９日 令和２年度第３回生涯学習推進会議開催（書面） 

 報告 第五次生涯学習推進計画の素案について 

令和２年１０月１５日 令和２年度第１回生涯学習推進本部庁内推進検討会 

議題 第五次生涯学習推進計画の素案の検討について 

令和２年１１月２日   

～令和２年１２月１日 
第五次生涯学習推進計画（素案）に係る意見募集 

令和２年１２月２日 
生涯学習推進会議委員への報告 

第五次生涯学習推進計画（素案）に係る意見募集について 

第五次生涯学習推進計画（素案）について 

令和２年１２月１４日 令和２年度第２回生涯学習推進本部庁内推進検討会（書面） 

議題 第五次生涯学習推進計画（案）について 

令和３年２月８日 令和２年度第１回生涯学習推進本部会議（書面） 

 議題 第五次生涯学習推進計画について 
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